
(2) 

群馬郡の

「分割」

をめぐる二つの史料

はじめに

八世紀前半を中心に、

活発な地域編成の作業が重ねられたが、

天平期には沈静化し、

以後国史には化内を対象とす

る
「廃世国部」

関連記事が減少する。

少なくとも九世紀以降の国史のレベルで

「廃控園部」

といえば、

王化に服さな

い東北辺境を対象とする政策と認識されていったようである。このことは、中央政権の相対的安定とも間関係しており、地方を対象とする全般的な獄同倒的政策が沈静化し、

地域内部でも独自に既得権化した権利関係の、

一時的な固定とも

栂関関係があるだろう

(1)

。
地域の政治・経務情勢は、

常に流勧化していた。

一立して租説の鑓減を求める地域住

民と、隙あらばと収蒋の強化をもくろむ中央派泣の官人と、

彼らと結びつく在庁官人の三つどもえの関係の中で、

新
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たな実体が次々 と発生していたのである。

ー、大東急記念文庫本『倭名穎紫抄』

司倭名類

mm
抄』

は周知の史料であって、

源順によって撰せられた、

品取平年間

(九三二

1
九三七)

頃成立とされる古

代の百科辞むである。

内容は多岐に一且るが、

それらのなかでも特に

「郷名」

に関する部分は、

古代史の分野でしばし

ば引用される。

伝存する写本には数磁あり、

よく知られているのは

「一冗和古活字本」

とされる版本の系統

(以下

流

布本」

と略す)

である。

しかし、

弥、氷点三氏が紹介したように

(2)

、

国郡部では写本相互での異同が少なくなく、



特に川瀬一馬氏旧蔵で大東急記念文躍架践の一本

(以下、

「東急本」

と略す)

iま

それらの内でも室町後期以前に遡

る野写の二

O
巻本で、

古の写本であるとされ、

より原本に近い体裁を示すものであるらしい。

表

『倭名類紫抄』

の写本

(川瓶一馬氏による)

高山寺本

寸大東急記念文庫本丁伊勢本

(同類本

)i

改変本ト

(遣問本)

(混古堂本

)i

元和語学本

i
流布本

(二種)

実物の現状については『古静野設刊』に付された川顕一馬氏の解説が適当と思われるので、

そのまま引用すると、
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「{前略)

やや厚様の出主権交漉の料紙の筒苗に卦写し、

原・来粘紫装であったものを、

慶長頃に褐色の空押模様の表

紙を添えて袋綴に改めたものである。

全路一怨おきで、

頗る遥怒、

毎半議六行、

宇宙の高さ約六寸八分、

大いさ縦八

寸五厘

(二十四‘四センチメートル)、

備五寸七分五庫

(十七

s

五センチメートル)

〈以下、

略ご

国郡部の基本的な記載様式は、

およそ次のようなものである。

法

a 

某国郡管数注

b

注

c 

郡名①注

d

郡名②

郡名③

郡名@



これも既に弥永によって紹介されているのだが、

「流布本」

のように続けて世かれているのではなく、

{1) 

国

名

(2) 

郡の管数

(3) 

郡

~l 

が本来の記載内容としてあり、

(1)

・
(2)

をやや突出させた形で示した

(3) 

を一行当たり四つずつ記した上で、

(4) 

国名右罰法

a

5 

郡の管数下注

b

(ニ行書き)

〈

6)

郡名側注

c
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(7) 

郡名下注

d

の一連の注記がある強度の記故様式を守って付され、

(1

〉

(3

〉

を中心に見る限り、

一一良当たり六行ずつ記載さ

れている。

これらのことを踏まえた弥永の考察は、

「志摩国府」

の記載で法

a
と注

d
とに矛盾があることに端を発し、

それら

は単なる誤写と見るべきではなく、

各々 典拠とした史料を異にする記入時期の差によるとした。

即ち注

a
は 、

『倭名

類取爪抄』成立以前の九世紀後半に遡る可能性のあるものを含み、

註

d
はさらに後人が追捕を行ったものである可能性

のあることなどが指摘されている。

2
、群馬郡の分割をめぐる注記



平安中期を対象とする研究のうち、

特に夜地の動向に触れるものに関しては、

「荘園」

関係の史料に誌づく考察が

比監を占めていることに気づく。

それらに対する反省として、

狭義にはその対極にあると考えられる

「国街領」

関

する分折も、

「大田文」

などを使用して相当深化してきている

(3)

。

静馬郡の分割に関する古代の史料は限られているが、

第一に控立したいのは、

前述『倭名抄』国郡部である。

特

その

「流布本」

で 、

「詳潟』

郡下に

「A
留米国分為東西二部府中間国府」

とある注記は、

現状では解説困難なように

思われる。

このことに関して、

『大日本地名辞む』並びにこれを引くと見られる『前儲市史』第一巻は

「九留米国分

かちて東西二郡となす』

とする。

また、

『群馬県史』資料編西は

「
A
留末、

国分ニ為東西二郡

4

。
府中間、

溜府」

と

返り点を付して一応の読みを示している。

しかし、

より原本の記載に近いと見られる東急本の註記に闘しては、

右に

記した通りの特徴がある。
弥永貞三は、

「上野圏」

の
「群馬」

郡部分にも、

注

a
に合致する匙

d
があるものとして一括されているが、

一般的

-358-

にはこうした注

d
が郡名下にあるものが、

「群馬」

郡に臨しては郡名右脇という例外的な位置にあるほか、

幾つか変

わった点があることについては特に言及されていない。

記載形式からは、

少なくとも次の三点が関に付く。

①「久留末」

は注

d
に分類した

「 訓 」

であり、

「 国

i
為: ・ 」

以下は注

c
に属するもので、

恐らく本来間一時に野き

込まれたものではない。

@①に関連して当際事例は、

さらに他の注

c
と異なり郡名右肩上より位き始めている。

③「箇

l

為: ・ 」

以下について、

「 分 」

は明らかに後人の追補であって、

この記載自体少なくとも二時期に亙って卦

き込まれたものである。先ず①について、

記載形式を別とすれば『県史

h

が

「
h仇留末』

とそれ以下とを別のものと解されたことは越本的に





③についてはもっとも重要な事実であると思われるが、

「流布本」

に知一られる

「 分 』

iま

省

略

に関して付さ

れた後人の読みである。では省略されて不分明となった「国

l
」にはどのような語句を当てはめればよいのだろうか。

「京急本」

V
』十品、

しばしばこの

「

li

」

という省略形が見られ、

しかもそれはある程度の脈絡で省略・宮掘しているの

である。

つまり、

「行程」

を
「 行

i
」 、

「本稲」

を
「本|」

と省略するように、

繰り返し出てきてその都度いちいちむ

かなくとも文脈上理解できる部分を

「

l1

」

としているのである。

これは投写を行った人の個性にもよるが、

各道毎の

終末付近などでは特に省略が目立ち、

同じ内容でも各道の首部などでは、

旧に復する犠子がうかがわれる。

「東急本」

の投写位家でそうした形を採った可能性が高い。

こう考えてくれば

国

為

とする当該注の

についても、

省略によって意味不明になる心配のない語句が

かかれていたと見られ、

「東急本」

国郡部全体を通じて

「間出

11

」

という省略で意味が通じる文書は

「国府」

以外なさ
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そうである。

このことは、

先に述べたように当該注が

「国府」

の位置について言及する注

a
と問機の記載形式を採る

という事実とも符合してくるように恩われる。

そのように考えて差し支えなければ、

当館注は次のように復元できる。

国府為東西二郡膚中間国府当館注に

「 品 川 円 」

と追記された段階ではミ

恐らくその当事者が省略の意味を理解できず、

地の注

c
などでしばしば見

られる

「国分為:・」

や
ァ:為東西二郡」

といった文一宮にひかれて記入したと思われ、

本来の当該注の成立よりも、

少

なくとも二段階は新しい時期のことであったろう。

そうであれば、

他の注

c
の多くが

『倭名類

mm
抄』成立後の郡の分



立状況に関して追補するのと異なり、

「国府」

に関する内容を有し、

『接名類取爪抄』成立段階に既に存在したと考え

られる注

a
と類似する傾向にあるというのも考えられないことではない。

しかし、

右の復元東ではまだ意味が通じない。

特

「(国)

府

のような語が短文中に三カ所もあっていかにも不

自然である。

これらのうちむき出しの

「国府」

は外せないと思われるので、

ほぽ全巻一怒ということで断定はできな

、 ‘

φ、 品 、

LV4HH 

末尾の

「国府」がやはり

「 分 」

と問機に迫捕なのではなかろうか。

以上を踏まえて私見を提示すれば国府

F
為

f-
東西ニ郡府ノ中間ト

このように読んだ場合、

問題になることが少なくともニつある。
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①「郡府」

という用例

②「為ス」

によって示されるように

「国府」

の設定を問題としているように読めること。

先ず①について、

「都府」

の用例は

「郡家」

「郡街」

などと比較すれば史料よの頻度が低いが、

絶無というわけで

はない。

「郡府」

関係の史料を盤理した荒木敬夫氏によれば、

平安期頃に主として見られる

「郡家」

に近しい内容の

ものであり、

「国府」

と同様に概念としては存夜したと思われるが、

官撰の史投などではかなり意図的に削除されて

しまっていることなどが指摘されている

(4)

。

次に②について、

「国府」

は古代を通じて国定的に存在したものであるという理解に疑義が撮出されてきているこ

とを挙げたい。義江彰夫は、

平安後期以降の

「常陸圏府」

に関する分析を踏まえながら、

「国府」域は

「方八町」

と



されるような厳然たる区画を有さなかったとする。

また、

近年発掘調査の進展した

「下野間府」

などの例に触れなが

か
tコ、
「国府」

推定地とされるものが全国的にも複数認められる場合があるが、

それぞれが否定される可能性を有する

のではな〈て、

時代毎の転移の事実を跡づけている場合がしばしばあることなどを指摘した

〈

5)

。
また企図章裕氏

も

異なった視点から同様の結論を導いている

(6)

。

こうした理解を偶留期すれば、

近隣諸国と同様に

「上野国府」

-もホ仇 や 九 、

同一地点に固定的に存在したと、

吉信的に考

えるべきでない可能性にも、考慮しておく必要がある。「上野国府」を中心に、一ニ

1
四カ所にハ刀位された

「正倉院

(H

来院・西院・小野院・八木院ご

を中心として部の分割が行われ、

その際に施設函ではなく主として機能面で、

国府

の転移が実施されたのではないか。

この

「来院‘西院・小野院・八木院」

については、

「上野国交接実録帳」

の

国

分ニ寺諾定額寺仏保経論資針雑具堂一塔雑舎井府院諸都官舎破損無実事錯郡官舎境」

の
「群馬郡」

の
「郡脳出』部分に記
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秘されている。

このことは、

単なる偶然ではあるまい。

3
、所関「上野国交替実録制収」諸都官舎項に見える地域名称

また、

長元三年

(一

O
三
O)

頃成立とされる

「上野国交替実録幌」

(7) 

明』斗品、

分割後の

「排馬郡」

の姿が記され

ている。

「実録幌』

で、岱かでも行政区分の名称が記されている部分は、

放のようなものである。

①年年交替欠紋頴自塩米填無実事

i

②(神社井学校院借像礼服祭器雑物破損無実事

)l

神社境

③国分ニ寺諾定額寺仏像経論資材雑兵堂塔雑舎井府院諾郡官舎破柄引無実事

1

国分寺項

@同右

i

諾郡宮舎項





若田古墳群には、

各時期の内容盛宮な古肢が継続的に造営されており、

特

「平塚古境

i
二子塚古墳

l

〈築瓶二子

環古墳

l)

観音容古境」

と続く一ニ基の前方後円墳は、

安中市築瀬二子塚古波と併せて継続する首長越系列を一ホす。

な

かでも上毛野地域 後の前方後円境のひとつに数えられる観音塚古墳の内容は特倍される。

東山道「駅路」

が近隣を

通過していた可能性が向く、

碓氷川の谷から平野部へとつながる結節点的な位置を占めており、

政治的な意義も大き

な地点であったと見られる。
全体として、

榛名山東南践の高崎台地上の平畑一地に関しては、

利機川の変疏以前で、

上野国府周辺の景観が、

現

在

の状況と大きな溶いがあった可能性がある。

やや時期差のある『上野国神名根』

の神社分布なども考滋する必要があ

るが、

『倭名類液抄』郷名比定地は郡内西部や北部に続る傾向にあり、

上野国府周辺や都内東部では、

遺跡の密度に

もかかわらず比定地があまりない。

従って、

埋没条星や地替のみの設定の可能性もなくはないが、

議里に基づいて均
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分自分割を実漉したというのもー

少し追うように思われる。

いずれにしても、

平安中期頃実擁されたとみられる群馬郡の分割は、

実施されたという以上の事実拙認が難しく、

今後既出の資料の再検討及び今後新出資料との再構成によって、

泣椛・泣物の面で徐々 に確認されてゆく性絡の事実

となるだろう。

平安時代の地域像に闘する考察は、

史料の僅少によって殊更困難なものとなっているが、

半 比

Th

こ技〉

叫判例

JAr--e

‘ ，
u
・ム明引

νw'tf

な資料の徴表を見落とさないような、

不断の問題意織が必要であると思われる。

上野菌群馬郡の例に見るような

「東・商事南・北」

型一の地域区分の再調成は、

「前・中・後」

や
「上・下」

l，場争

Jm

・ そ や

s.

明
J

場合と異なって、

八世紀以前ではやや少ない。

八世記中捺以降、

国家段階での行政区分の改編が、

東北辺境地域を除

くと活発には行われず、

地域の実体に耐内部できるような史料が、

刊本を中心に極端に隈られていることにも関係して

いる。今後は、

まとまった木簡‘盤容土器等の出土文字資料などへの傾斜が、

徐々 に強まるのだろう。

六国史では次



の一例しか知られていない。

A 

分業作国苫田郡為苫西苫京都

(『日本三代実鯨』貞銃五年五月二十六日)

『倭名類取肌抄』

では、

郡名・郷名とも分割後の形で掲秘されており、

こうした事例は他に後発することが明らかな

名方部以外見られないので、

菜作図苫田郡の分割が、

この磁の地域再編成の哨失と位位づけることができる。

また、

分割時期の知られるものに次のような関がある。

B 

立平八年

(入九六)

九月五日分名方郡為名東西郡

(『延喜式』民部頭注)

苫田郡の凱と間様に『録名類提抄』

では、

郡名

e

郷名とも分割後の形で掲殺されている。

国郡部の

「阿波国』

国

名

下注に、

名方郡分割の事実に触れるのは例外的である。

臨し、

分割時期は明示しない。

A

‘
B
によって見る隈号、

、~

、匝司

うした事前は、

九世紀第四四半期以降埼加するらしい。

『倭名類衆抄』段階では僅かだが、

次のような例を拾うこと
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ができる。

表

『鵠名類取仰抄』国郡部に見られる

「来・商

e

南・北」型の地域再編成
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ア和名類諜抄』郡郷名の年代観は、

その自体の成立よりも若干遡及して、

一般的に九世紀後半頃とされているので、

これ以後各地で続々 と進行する地域社会の変質が、

萌芽的に示されていると恩われる。

こうした形は、

大雑把に君、ぇ

ば十世紀前半以降盛行することになるのだろう。
個々 の事例として

「阿波国名方郡」

については、

「名東・名西」

という形で本文に反映されている。

国府は

「名東

部

にあり、

本来の郡の・中心地は東部地域であったと見られるが、

郷数も

「京都」

が多く、

必ずしも均分の分割では

ないようである。

なお、

「美作国苫田郡」

については、

庇述の郡名下龍

di

に相当するが、

未だ本文には反映されて

いない。但し、

郷名については東西二部に分割されて記されており、

「名方郡」

の次の段階の状態を示す。さらに

山





-関訟律-一戸婚体

今就問状案法意、上下館主契約之証文者、翠条之所開亡人存忠之処分、証拠分明之署記也(中略〉熱間以実検勘、合
yh

， 町 四 円 口 、

4EY

ノY
偽 ゆ

A
フ

令動神役、

自叶理教而巴、

〈下略ご

(『鎌倉泣文』七春、

国四七五号所収)

上方と下方

(具体的には近江国愛智郡上庄・下庄)

の領主聞で、

それぞれが領知する土地が、

時間経過によって開

発程度に差が生じ、

課税対象面積にも増減が発生したので、

当初の契約内容に拘わらず、

現段階で合理的に修正して

欲しいという案件が‘

衛門府に印刷する明法紳士

(中原)

の所に持ち込まれた。

これ対して、

過去の機拠法令を例示し

て現状に拘わらず

「等分領知」

どの判断が示しされている。

全体として増加した部分を視野に入れつつ、

領主の既得権

-368-

保設が援先された判断であるといえよう。

右
を
「上・下」

分割の典型的な事例とできるか問題はあるが、

九世紀前半段階の徴税単位に、被数の領主が存在し

た場合に、

徴税の必要から上・下に

「均分」する形で発生し、

地域区分にも準用されていったことが強制できる。

既

述のように、方位型の分割は

「 郡 」

単泣で始まっているので‘

多少意味合いが呉なるものであった可能性があるが、

地域区分にも準用されたことによって、

当初の厳密な区分が時期が下るほどに混交していったのではなかろうか。

平安中期以降の各地の史料を通覧すると、全国的に郡

a

郷に限らない各砲の別名的実体〈

8
〉

(U

郡・郷‘条

e

保)

が発生し、律令制的な郡・郷の機能を部分的に継戒しながらも、

それを急速に蚕食してゆく傑子がうかがわれる。

上昇

なる名称としての郡・郷は、

その後もどうにか残存するが、

実悼としての郡・郷は、

以前のそれとは全く違うものと





(二条〉{畠抽出京塁絞保元(九六回

v

一政倒品可燃

HE

柑
H
好男保有閑

{宇治

mv
石雪之北箆一宇治・大国

φ

策集・問屋・余一F6小野

e

山科・小栗一点観二二(八七二一安待券伽藍部技資材綴

(字治郎〉石原菌盛一宇治・大国・俊英・向島・余戸・州側・山科・小間柄一永久光{一一二三一玄溶液燃鶏
A

小野鶏}船岡西翌一一保元元二一五六}一小野郷司勝井某注巡文

(沼野

mw
山四郷}的祢蔚毘抽醐間以・大間・山田・川辺‘岬め野・川島・上体・様瓜・高田一六剛山〉一雄原茶所依慾辻井関内

ω
符坪付

長箆二{一

-310-

-下休・総代・回&

{字治郎)砂市西毘字治・大国・興策・問屋・余一戸・小野・山創刊・小察永久元{一一一三)玄器禁様策(二条、三条)般市浪里保元三〈一一五八〉般蹴キ叙坪治指
ー … 十 一 小 川 町 小 小 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 日 以 小 一 人 口 一 一 一 小 川 斗 一 山 小 山 小 川

{沼野川叫〉総体上庄縮政

4

大附

e

山沼・川辺・葛野・川島

e

上体・凶保原・高留治承元三一七じ

V

山城園長沼守政経仲介安財械

e

下林・総代

-ma

… 干 川 町 配 中 広 一 一 一 一 一 一 一 一 恥 川 河 川

JM

一 山 川 小 川 町 川 市 川 十 一 一

MK

〕 一 昨- 一 一 一 一 一 一 一 一 山 内 一 川 小 川 間 以 一 一 一

竹淵郷検問下車同制・此市災

6mm

鶏・水主

-m
紀

e

字治

-m

加耐用・開制限・宮野

mM

克二二一六回〉茶器関堵大江依行解

〈久世

mv
沿図上皇

e

凶作志・久世・羽察長係三

200

一}

{宇治

mv
笠取商庄宇治・大国・奴耐火・岡田

a-Am

一Fa小野-山斜・小梨長一冗七{一

O
三一二

〈字治部

V

笠取双庄市酬拘二二一

OO}

脱獄寺延命仰は検出同額

mm

刷 用

山 小 川 小 川 山 小 品 川 一 一 一 一 一 小 川 一 山 川 … 川 一 以 上 … 下 一 一 正 … 川 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 昨 一 一 一 山 川 一 一 一] 川 所 不 出

a

〈九弘前}上島西壁内

H
鋭六{八六回}山峻図紀伊都可解

太;視 i
政!定
官 J4p
符 i;!j: 
民;初
郎: iiif 
省;配
;桜



大

和

拠隠北庄延久二{一

O
七
O}

(字削官郎)今〈弁)百庄阿陀も賀災

-mm

珂・資母平治元二一五九}

興俗寺大和国雑役免坪付税
大和国箆代下知状袋

強木北庄怒久二{一

O
七
O)

県福寺大和国雑役免坪付制収

{波上}拠隠商産除問‘下野‘大市・大

MW-

上市‘長谷‘思底滋久二{一

O
七
O)

興福山一す大和国雑役免坪付根

区勢双条怒久二二

O
七
O)

興協や大和国雑役免坪付抑制

(平群郎)強木前注郎珂告側制

6

平鮮夜麻坂円・額閉経久ニ〈一

O
七
OV

興福寺大和国雄役免坪付税

〈道上南郷)‘余一戸・神戸‘山泣・高級・資災・諮問・同四治・当麻tihglt--e3Jsslat-tasB6

キ
364BEv--24E234ESSE-SSEISE-ESIZE--Es--sSEas-ZESEESEi--12SS3S423413S431

ム ノ

ssBEttSEata--

{高市部)巨臥町西条匡鈴事政多

e

冷前骨久米

e

震鳩山・大野延久ここ

O
七
O)

興福寺大和国雑役免坪付綴

{額偲箇郷)

葛上北郷日醍・高官

e

牟弊

e

桑原・上向

m-

下 向

me

太坂・陪原・神一戸袋保二(一

000}

京大山守返抄

誕子庄

stis-4

』

E+E;:aasa--

・
334354311saggagss'gsaS3a23321j2332111211115111110111tIheste

。 牛 久 、

4S4tt-SEIs--tILEI--12211L

〈平群榔

V

線開双郷淑苅・飽紘・平群・夜出川・家門・朝間関永久五二一一七)防備次郎問地苑券一夜松北庄延久二こ

O
七
OV

民福寺大和理絡役免坪付根

{城下部)提子庶庄賀災・大和‘一倍了競作・県民巷室原延久二二

O
七
OV

創刊描品寸大和国雄役免同町付限

出回出問底延久二二

O
七
OV

興掘や大和田締役免路付制収

SBa

』

aaTas--saS3ag--SS3333S3sass---SSZSEta--22aSEas-S833asgLatia2188258sIAS-ABailz

する

83Jag-a'gaaBa--aslaa--AZ

{平務部二夜鈴潟産郷町・倒制場平静・夜出川省絞門

6

額回延

hm
二二

O
七
OV

興福寺大和毘絡役免坪付根

(平際部

vm
関西庇

二三条)小野回来車

抑制酎?側副・平群

e

夜出?荻門

e

額四

延久二二

O
七
OV

延妥九(九

O
九 〉

興協品寸大羽田線役免坪付旧制
瑚常湾省出泣稲部文写

-371 ー



一拠出市守政所下文

今来庄治安回

20

二回)一多武準妙楽守的

m

広瀬北郷駿一戸・上念・下倉・山守

e

散吉

e

下旬承庖元二

O
七七

V

太図犬丸魚沼投開凶桜

今市川底

山町永ここ

一八三

V

広淑雨度高市郡荷郷匡鈴‘波多噂滋部・俗的川・久米喝霊ぬ・賀災双大寺灯油納所返抄潟市〈都〉北郷承服ここ

O
七ヒ)大和国間判庁立

開 仰 介

e

品川

e

愉 脳 部

e

長島・右成・石上一三六〉

山辺東庄山辺郡市郷

長保二

2000)

保延二二際平元三

O
五八

V

鳥羽上品協庁牒案尼拙世妙解案

山辺郡北線

13822823S23a248252

↓
;:822Alta--aelAZIAZ18324214Zlal-szisSAg-aS1812J514zgA21432as1882Jag-

』

gas-agibsz3431asZ831ss

(字制宙開州)ニ見出凶郷一阿陀・賀災・郷町・資母

4

安元三{一一七七}一間定党送状

SSE-aE3a28+3832aESSES

‘
SEas-4325234assas--sas--SELassasszsassEBLzass-823868sassa--L336121

・
2ESEge

・
2BIass--s

十市郡西郷鍍宮

e

川辺・池上・神戸支啓二{一

O
主回}品氷山寺牒

十市郡波郷飯

g-

川辺尋池上・伸一戸承保三

20

七六〉大和国武市櫛笥刀術等制府議

城下郡西郷賀災・大和・三宅

e

銭作・品開・

2
原提出陣二二

OOOV

波大寺返抄

城下郡波郷被上一北郷際問

e

下野・神戸・大市

a

・ 穴 神

e

上市・長谷・恩師弘長永二{一一コ言}〉少僧邸大神荘初陣券議

{減上南端仰}(十市部)竹回俄底飯宮‘川辺・池上

e

抑戸興福寺大和国雑役免坪付根

郎内部品叩大和国雄役免坪付級

竹

mw
品庇

怒久二三

O
七
OV

滋久二二

O
七
OV

-372-



竹関北底経久ニ{一

O
七
O}

一興福寺大ぬ国雄役免坪付税

〈山辺郡

V

長
BE

庇邸介・品川・服部・長屋・右成・右上経久二二

O
七
O}

一興福寺大和国雑役免抑付綴

制円相削券大羽田締役免坪付根

長島中底

延久二(一

O

七
OV

間以愚前地庄怒久二(一

O

七
OV

興泊券大お回線役免坪付綬

(山辺邸)開催西庄都介・品川・服郎・長島

e

右成・右上興福寺大和国雄役免坪付綴

延久二(一

O

七
OV

回稽出問底

経久ここ

O

七
OV

隣同福寺大拘国雑役免坪付般

m
凶倦東庄延久二二

O
七
O}

興福寺大利回雑役免坪付綬

十上下

23

山七十山辺一ゆ十八七周大宅

ilia-tkkUAVLOK

引で上下収約十

務上中郷

延久二二

O
七
O)

興福寺大利回線役免坪付税

{添上郡北郷}(城下部)八条南庄袈災・大和・三宅場一銭作・黒田

-g

原延久ニ(一

O
七
O)

創刊同制点寸大拘回総役免坪付綴

八条北庄延久二〈一

O

七
OV

興福寺大和国娘役免坪付根

2328224BESSE-

』

53taZag--tSEsa--EESSE-221124283agiss--SSEltlEBlasts-sar--ESt

・
31411

伊 弘 、

tEEJ3JASa--i183tatiaa5246g

平総郷市此弘前抑制

m-

飽波・平・抗肝

e

夜麻

6

坂内・銀関係延三〈一東大寺猶脱会保器品

mm
注文案

一三七}

{平群郷西条)
htagagsta'

・41izs's'ia'asa--aasss8332

・
2S32

・
12

・
11
・
g
』

:6282411

・
84322113SIg--ala-aiA223stagsga33S3334JES---az--83852sassgas--sasaa

{城下部〉糸井南庄賀市災・大拘・一二宅・銭作

sm

尚昆篭室原怒久ここ

O
七
O}

興福寺大拘国雑役免坪付綬

糸井北庄延久二{一

O

七
OV

興協券大和国雑役免坪付税

〈平隊部)飽波西那珂

a
樹制・平税

e

夜廊・板門・額郎延久二二

O

七
OV

興福寺大布図維役免坪付級
丈

!飽
;波
， Jlt 
i郷

ト~"

;元
;永
:{ 

;九
』、4

イ勝
! n;t 
i認t
i* ;関
;地
!宛
;券

-313 ー



l可
内

: E l a  z A a a 2 

石 a 者 2 五銭 ~!.-. 交 ，、 a t、 1 .-. 1  - t ... 、 E r、，- J ... 旬、

ilI : ;皆 江;紀 事E
平 s 主f: '添 a平 t ~ I 域 t 広 a減

紀・交 官事 i 陀:ょ:詳;詳; 上;瀬;上
西 i江 :!と:北 f賀: !Bf E詰
粂; T'努 条;条 条: ~と 条

宮s : II官:部;邸:邸; 部: 4ls :郡
、-' I ~ I 、..， I 、.... ~ ........， 1 ~ I 、..， I 、J

:条 t ;条 応 m: 高 il1i!機;活;立: fi} ゅ;ぉ: !Bf 
2 

a 1 』、J

司 笥;弁 弁;;長:1D;!E'f!本 本(図 ;mg 

a よ 下 a上 下 t;:: t Jj! I 下! ~t [将~ ~ヒ I ~ヒ
2 』

座 ri::底 庄: ~ヒ;条;庄;筏 庄(注;庄a ' 5 8 
: 1主;;: E l 

a 1 b s i 

3 ' 3 ' 2 l 

1 s i l z l 

: 1 t 3 8 4 A a I 
』 : I 1 s s 2 

t i 1 i 3 s 

位: 弓: :長: 一 ns : 漆: : jJs : JlB  : E宇;減:隊

<<~ : t!lj : 野 i 宅 お11 部: ;珂 i珂: 回 i戸:民
4・ . 酌

t 
4‘ 

A . . 1 g I 4 
当』
s 

』 、 ? s 2 I • I • s I • I • 

総t : J!l l : 持: 回 飽: 伊; :組 i飽: 下 i上;下
ロ i 都) ! 怠 t F昂H 波; 協 a ;波;波; 野;念;田 F

! a h s . . g . g . 
ー-

. 4 I • ‘・ & . I • 主‘
後: 新; 怠: 顕 平; i良; :平;平: 大:下:大

忌 i 治: 記; 関 鮮; 荻 i ;詳 l詳; 市:;合;市
調.

1 
4院

I . ‘ . . I . s a  a . 4 5. : 
s 1 ， E P ‘ I • 1 I • 

大; 区 s a: !鶴 夜; ，宮~ : i夜 j夜: 大;叫 li 大
国 J I持 3 井 7 本 麻s 気 S ;麻;麻: 神;守;神

s a a s 
J 司島 1 . 1 . . a . 』 I • ‘・ s . 』ー 、‘
z m: 井 i 山 反: 笠; :復;板; 上;散;上
L 保: 於; 関 pq : BO : ;pq;pq: 市 i吉 i市: . 司L -・

a 守島 . 1 a z j • B 司廃 I • s 
a 1 T 8 z I • T ' 2 

1 司.
t 錦; 邑 4 ー銭 額; 3 !額:額: 長;下!;長s g A 

1 1m! 智 t 2量 a I ;釦:図; 谷;匂;:谷
1 s L 1包 s 
i . t .凪 t 2 s s t 

‘ 
司惨 B 2 ・

余; 新 i s 3 2 忠: ;怠A I 』 s  s 4 

B 
戸; 家; s 1 I g b 反; ;按a z a 3 

' 
g . s 3 a t a  a 1 

E I . g 1 g 

2 z 土‘
， a  z E s 

‘ 1 g ! t a a L 

g a 邸: 1 、 E ' E z 
s a ! t 

t s g ! a z a  a B t 

t I E 3 2 g J 

a 4 I 6 a & a B 3 
』 3 t E a g 1 t ' I 4 4 ， 3 ! 

s s t 
A T 

s g a 4 

a s s a 』 s s 2 

立: f:二 経; 延: 延 安 g 光;成;延{氷;延 i返;延 j延
治;治 t入 E 久 A 久 J.l! 久;狗;久;万;久 久;久;久

a E 

7c I Jt 四 s 回』 題 制- I 先 a五 z二 I二:ニ 圃酬 I r 
: g a ，向・. :  i • 1 

咽戸・ . -唱帥 r司-咽・
，旬、 I '、 ~I ~， ~I r、 J.-.t"'-' 畠I ・，'-‘ F、 I .. 輔、 t

"“ t 幽- ， 一 画- I 
ー_ t  - ，唱『

0: 司 。; 。; 。 一 ニ;一 :0:-:0 。:0 :0 3 国伽 孟

八;四 七a 七4 .t; ー・・ 1 。;。:七;六;七 七;七 j七
' 

幽国 I 

七:0 間 B 四 I 四 J¥. ! 殴;三: 0 :六 :0 。:0:0a 6 
} 

2 '-'，、， 、; ， '-"， '-'， 、回世 I 、.，. 1  I 、'-" 、_，. E 、~ 1"'" 

I s r 
g ， 3 s 、- I g 

s g z s 6 3 2 E 3 

河 j河 太; 太 g 太 綴; 九;大;興: 1tt : a 

内;内 政 S 政: 政 安 S 条 j 平日 ; 箔 ; 4F j 興 興;興;興
8 J 

4-: 国 a金 官 B 官: 官 殺:国 s令、， i:i庁 z福 描 s福 z揺

笥;同 1) 続: 総: 撚 日lj; m! 機;大 i司!寺 守1;: ， :;守~j: : #;守r叱

庁 i4p 右 i 右: ，苔 当; 陸: ~l:: : f~日:符;大 大;大;大
，以，. 1 ・ー・・
1- 消; 消: f立 茶: 文;話;函;解: f日 fn : 手o : 平日

議:~ 水; 水 4 水 措; ※ j砲: ~g : : !誼 酉:図: [盟
I 

!絡 }¥. I )¥.‘ 八 状 a ;窓;役; :維 ~:繕;維
総; 総: B 

I 世F 幡 I :tt I免; I 役 役 s役 z役

:i!!J '8: 2z: 官 ::凸;坪: ;免 -*.:免;免s 

;:伏 縫; 飽; 滋 ;回: fサ; i坪 w! 熔;坪

i袋 国; 国: 国
z ;坪:級 ;N 付: r~r :付a 

寺、 #j: ~ g予 : N  : s ;綴 級;級;椴
5 a 

I a 』 a  a  a I 

-374-



t夜
1住

i ， 8 s 
，、 l

- t  - ，武 武 1 a JlI~ 
〈 大 z丹 丹;石

t量 z ~~豊 1 L日 .:醤 ，~ 

辺; JI1: Jる;比g，: :!lii 1 Jll 
成

市 1Jll 
島 s泌 :iffi Jlr :水 水 i辺 間! 君事 ; 箇 都: llr 

部 i ‘ E 部tljl ;郡 a粂
条: JI! 窓:北 ~~ :ftl 干E: 条 1 条、，.， I ___ I 、，.， . ) 

fぷ 線;茸 茸 ;jt31 〈9昔 ;牧 牧 i条 :U1 t韮 回 四 :lls a 
a 

1渇 tai : !>> 野(条;
， ，、 .、d :並 Mi: ct よ B 8 

北 B 赤 江村 h 窓 ' ' ' J!! 商 a西 !志
z上 下 条 条 s l 

誌;庄
8 

;庄 庄
a a 

庄 庄 i総;)
;部 ' 3 & 

a :村; t 2 3 

a ;;村 a a I a 
t 2 3 l ' 2 

』 』 J a、， a a 
a ' a B a l a a 
2 ' ? 3 a s 3 

a a 』 i i I z 1 

擬; 幾;禁; 2 ' 総; 古 大 ie 依 iま~ I 3 . 
上 i 上 lょ; BE; 

』

家: 7行 7者 烏:土 続;3 
』

‘ 
1 . 4・ 波 ;師島 可. I • h ; a s 

‘ 殺; 楽;喫; 児; 3 11， : .jJ s 自;・ rn: 
下 a 下;下; 盛 S a 

*~ 家 書事 : 決 山;: s 3 s . L ‘・ 1 • L t : . 
‘ : 111 . 

m: 釈:駅: 武 i a 為: 箔
4 

' 型f I 

家; 家 i家; LIl : 
i 奈; 入 Epi a fEl' 

1 g 1 ' a J 1 . . 
』 1 ・ ; t s 

司島
I 

. 
ー-

a . 
t是 1 鐙;畳; 右: a 

邸 a E主 上: 丹;』 1 

ぬ L 玉造 ; ぬ ; 弁 1 i 2ま‘ 1M 神: 上;a 1 s : 
e g 1 亀 l ‘ 』 2 . 』 4・

4・ E . g 
余; 余:余; C!f : 

i 揚; 余
1 : 

a 大 1 =  I 

戸 s 戸;戸; 弥; 1 
t仕; 戸

t ー- ， 
l 宇，t ' 宅 i. s z a 司働 s . : 1 4 

: 1 ・ 3 a E A . 3 8・
桑 i 桑 i桑; ì~ : 余 S 土: s 

s i }¥， 
ì~ : t!t : tft : Plj 戸 L 踊; 下;3 i s . s . 5 ・ a . s 4・ : I 』

3・
大; 大;大: 広; s 

大;
I 

: 主主 ; 回;
~: 明;明; fE : ‘ 神;1 関' @' s  : . g 1 . s B : 

a I a : a 3 B . I 
3 z tit! t 総』 B t 

; 1 : : 2 石 s 1:1" 
a 4 i 回: a 上 t w: 生 i3 I a t 』

4 g : ' s a 
a 3 a s 1 . 、 a 
g 1弘 F z t : lll: 丹:L s 8 i 3 
8 1 h 1 a 'Ji、-・ 3， 下;1 3 e i E 2 

a J s t 6 

‘ 
I 

文 m: 口 承;奨;孫 仁;:長 ì(~ : 1呆 ~ : (:二 j政;夫

治 久;永 久;和: ill 安 ~'fl 永 a 安: :n; 係;平 安;喜
一 S 一 4 

ー五 八 L 元 _  I :n; I :n; 
一 二 a飽 ニ:五

{ ‘ 
1  I a a 

{ 
a a ，、 I ~崎、 ，司、 1""'" t ..... 、 ，、 I~ ~， ~l ~ I '、 ，、 J '、

一 幅時 ，- ー- 1 一 - 1 剛ー

一 一
I  _ 

4 
一

I  _ 

一
: 

一
a i 

一
嗣- ， 

一 - : 0 I -ー 3 ， -四 I ' 
-叩 E

)¥. 九 1=
1- 九;八;ニ 六;八 JI.! 六 i

』 五 一;蕊 七;五
九 七 I - 。:一;五 八;図 τ= ， lL; ーヒ 四;四 ニ;ヒ
} 、J I 、J 、- 1 、- J 、J 、，.， J 、， )  ‘ --， } 、， 1 、J 、J I 、J

2 E 2 a 3 4 s 3 

a B a B a 』

J長 鑓 i沙 務: l，i: : {'位 沙: t夜 様: 沙 S 摂 大 :0 住: ~在
tll 自!ij:j¥ 同;翻 li 良 弥: t住 政' ij:j¥! 1官 rt: 騒 {自;込
i曲

，、 J 3 磁;硲 J {'宮 話F1 a寺 I I曾 !b~ I 国 E実 a 国 区 I ¥時 五l; 1 考
水

EZ;i 留 状 i求!図 {賃;定 政; {霊; t耳 WJi 供 弘:氏
西

必;品 ※;回: 1自 手ム ; 使 所; 夜、; ÿ~ i秘;会 持;人牧

i買 さ:苦 F ;品;宛 依;勝 下: 'r:r! : 王E 山{念 経:等

木 官: : ill! ;ぅit. : ~~ 111: 弁 文 3 1'H ~ 4 栂 !lf :飾 者;解
哲1 毘 2 状 : !t$: !※ Ifl I 点 お: Ifl I ;i~ 事~ ~絡 注 2

郷 tli :※ 状;宗
a I 

苦?:次 i1l!! 8 状 i 渉:
回 維 3 ' 2誌:温 訴さ ; m i1l!!第 状:
6l 事; ， 』 a 

3 
:  E科

3 
状;

a 

l& zz; B : 1 
s 』 ;;伏 A 策; 品

状 文 B I 1 a 3 

ね'・、e ~.、尚・.. 、 2 一晶
l a s ※ a 1 

E i 2 a ' 2 a 
• 1 ' I ' 

-375-



週一 足 伊 f:fr
江河 汲 勢賀

'1 I l' I i占， 1-、 p、 J/os. 1 司ヨ， 1 r、，Q:: ~三 世主 ，、
，-奴 g 総総{廿，"" f時桑 a京属品 伊
it成員 ;25 EE 務日 jt怒蔀名: i農野通 銀
a飼._， t芸事 H1l郡 日 部 s部)郡 s西 ll! ~ 
i函 Jlt: I~ ~ ~Iiffi JI!: 蕗Jl rI ~ :部!llI医)
;郡部; 羽羽苦言i!!i I W ~官;4l1l君$ 1 tl} :郊大大
;) ; 為烏良 tミ粂〉(:) 鉢; 内内

:  : Jft i!!i jJlt 西篠;島: I l~ 蕗
1 1 庄庄庄庄 木 i IJlri IIi Ii 

} 郷;庄 i
1 1 、..， I 

" i I I I I ，  " 
I • 

i・力日; 能 池:. m 野; 住 阿

:土lX! : I JI{ 民;三島 f~ : 部 保

: 1匝・: I  . I .:宅事事;
;・新; 八 拍:. *桑; 村 岡

;終弁; 釦 弁;八五 h 名; 主 主主
iI在 e; 帳 場;:間喝事:

1克 s 意安 I Ut 額 s 内神
;木; 太 会;綴図: 関 戸

1 " 1 • 1 • I ・. t * I .. 

:i可; 践 はl; 志足 i 英 lli 
;上: ~ fl色村:限 ill : 太図
E ‘』 調書 I .勘 F ・
:高: 大 ii1i:師熊; 跡 大

>11: ' (;f・ 1
2 焔; t J 11 地 I ?o'iロ a 都内
i .~ . 1 
1 ・， 1 ・・ 3 屯 I ・ ・
;新 i I 大余 i 島 I : 長長

;野; 積戸;図 1: m I fB 
』t ー 1E l 1 L t ‘ 

E 同r I 新 I '" 1 I 右
t 11i!. I I 1"1. ! • ... 1 1 

放 2 四 S 位 a 関
t Ph"o 1 f a I t  - I 1 • 
l .. J t 1 1 • I t 

z 峨 z 修~ == I !玖
~ ;;;~ I ~安 s 刀- I 1 底
』が~ I 1 1 I jJ l' t 
I I [ I I I  I 梯

t 唱 』

I !<~ I I ! I 内 Z 片
1 'tぷ 1 1 ! 1 1>'JI I Iflt 
』榊， 1 I I I e!. 1 I "'" 
』!Il !J I ~， ~-.:;.I 

I ， 
;  立:ill 永 m f合 f 天; ヌ延;元文永安元

; 治;久 IITI 良 j~ ~ ~: iJ氏 IIT: 久治保氏久

; 三:三 元 二元; 元; ニニ;二二一一冗
: - I ~ ，..， I  - ~ t -， ，..， I 0 I  - ，..，  ，..， 1"" -
1 - I 一 一 一一 一 z 一 J崎、』 一 一一一-
: 0:- 0 二一 一; 一八;ニ一一二二
;八;九 七 五七 四: =-10;0 八八二 O
:九:二 七 O 七 回;ニニ;五五二八四
I I 、.. ...... 、... 、， 、圃嗣 I 、圃J 、咽- I 、-' 、.. 、... 、.... 、圃，

;倣;後 来 九 i孟 尾;足多;並波大伊 JI.
: (:立;自 大 条磁 波;張度;受劇羽 1I ~条
a 綴 I 1苛 脅 泣 pq I 揺:盟神:太 1p 国国雑
: Ii;( :院 仏 *院 庁 i 山富;伸文治役実

;致;庁 盤 惣臨 立 i 名寺 i 窓~敏夫ほ
;継: -F 米 処状 宙;庄伽;神毘#~工文

;容;文返分 守{下監;主~~脱師※

:也I;鶏抄状 所;司法;解 {支
a 状』※ i ~趨 a鶏解

: 袋: I 1: 解資;※ 状

1 I 

L-

-316-

:財;※
根;



"f 上 武 <p 

総 総 高是 強

b a 3 l t 

郎 武 imj 伊 伊;〈 ;民 入 I ，...， ， 埼 山
{ 

{ '多， ...... { 

t袋
印 llr 対 J -:.': l ......'長 柄 前;i*ii 沓

( 山 現E i!!i 生
縫 度 :1ヒaSJ〕箆 :mi縞 関:柄 :1と

玉
al 書官 郷 lI! 

Jj:t 
......." 1 .._， I 去 、_，

ll1I 
翠 郷 i蕊;} }i 街 若宮 磁:西: Jl! l!!i l!!i lli. ) 

UlI :郡: :!t [む: Us 部(部;郡 都 部 f住
} 

3 底 I ...... ;船;) ) 

1込a ， 2 
2 I 3 "*， JI! 
8 s I  I 

ffi. I 3 s s問 a
3 2 : i庄;a l A 

2 

‘ 
』 6 

‘ 
a 2 t 2 

3 t a g 

a 1 s ' a 
2 3 2 』

' -
J I 3 I  I 

質. )¥. . a J III I 雨 3 :lf! J 麻 a小 z 大 石 於

ギ「 {~ f若 {~il :家: 謡; 部 羽: )11 : 隠 来 金 治

事ド 島 4・ ‘ 
』 . a t 

唱凶 . . J • : t I • t 

" 印 }JO :山; 法; 管 大: J!l : 笠 汲 1蕊 努t
余 』答 総 毛;名; 道 L

s 見 家;ロ; lJi{ pq 呂 E安
戸 詮 . I • . 

‘ 
. L ・ z -・ '‘ 

. 
I ， 

完t: i広 部;小; lJ._ 林 i議宮 現 3 書誌 : 山

虫ミ 倉;図; 路: 持 家:綴 i 原 ;々日 戸 原
週臨

1  I 

'ー
a ー， 1 . . . 

I ・ s 2 I • : 

一 事事 1= 
1  - I 長; :椛 高;小; 埼 カ自 主ド 大

宅 sz; 泣; ~! a !tt: 階;型 f : 玉 E段 上 江

4・ ， . 』 . 2 . . 8 ・ . 当. 

;長
" I 自; 始安;務; 余 大 締長:丸 2 玉

限 念: !D : 羽; 原 l 万;回; 戸 野 11: j工

‘ 
意‘ a . ‘ ， 

1 ' 司・
s . 

• I  I B 

t.h 呼: i1} : 余， 谷 山;小; tt 

矢 ft :坐: 戸 a 部 m; 島; 戸
' . I • E z . h 司邑 g . 

EE 
"" ! _.. ， 

ー 広 i浴;片 I A量 z s 高位

高 g 書官 る 淑;関: 氷事f ; TIl ， B 

l' '* 1 8 . I • E 
4・a 

‘ 
3 i L 

松 大;勝;
t 余;石; 勝
2 

続[ 続:部: 戸: ilt : ro s . I • 、 1 1 ・ a . 
.. t  _ ， 

3 

: 51自: 初日 務 S勝 s z 

理 ! JIl : 
g 

;江; 良居;: 3 

s I a 

2 3 a i 

久 健;示;承 m: Llt jji: : {二; 1台 Llf m 大

記F 保;久:久 長 a 治 元;平; 耳記 ;拘 久 治
g 四aニ』ニ - I ー 回 t 図 l 五 五 四一 I ， B 一 s I 一( ...... ， '、， '、 ......， A 戸旬、 ， '町、 E A ( { A 

ー喧 k 由- ， 聞- ， 一 ー- 1  - 1 一
一

叩 I _  I 網"
- I 一 -・ 4 一a 

一 一 一 一自国 』ーー岬 4 ー岬 司- ， - I I 

五 F 咽困 』耐- ， ー圃 五 z 四 一;五; Ji， 。 九 ー』朝間 』町四 I 一
占I、 六 :0:0 O~ 。:四: 一 ー 九

3 一 一 一V 、~ I 、~ ，、d 、"" ， 、帽， 、"" I、t V 、〆 V } 

a t z ' 
I A g a 』

下 関;認;上 将 z 太 沙: Ta : 源 山 i主 jg 

f母 JI! : ~ :総 1ft ~ 政 弥;法; 似 宅品 怠 江

国 御 a状 a介 経: 官 行』筏 i 繍 正L 河 国

印 教:※;?な 原: 勝 ;選』 下 勝 院 質， I 

ll{ iiF: :国 総: 安 古; 3 

文 沼 n' f8 l 

五E 鶏 s ;密 経; 長話 {-~ : a 
町 下 主E1 

Z事 ※= ::tk fIlJ~ 耳F 行 g 1 出 文 立
J 1 a 

司 g ;※ 判 3 治 Ijl' 土 語ミ 券
蛾: a 

村 s E 下 a : 経 ※ 文
司 ' 3 

文: 状;
J 

筒 2録a  a 1 

交
、 3 z 

※; 
3 

銘:g s h 3 

名 ' I 1 a 
a  a B 1 ' ' : ' 

』 s 
s a a 

‘ a g B : t 

-371-



近 古f
1工 陸

s 
‘ 

a t E 

愛
F、s ，、 z ]Js jJs  : ( !ili. 匝:泌 高;印{ 

日正 a 久 g 名庁
{ 

愛 智 城; 議:
fiiI 問 6

t台
fl! ~I 生 :窃 西 a西

危~ Jlr JIl: 蕗; 4ヒ {持;西 飾 m: 条

i1!i 郡
部; 邸:

t協 zz; 邸
条 度: ll! 

t 
、~ 1 、~ 1 ) 2 

部 小: {主 位 a
z 西 a lls a 
4 E E 

) 主主 B 邸 苦$ 1 t 郡 z ) 1 
1 E a 

市 a J!t 蕗 B h f努 t E 

庄: ' ' 条
s 3 

部 s 1 s a 
a a s s 
3 ‘ 

3 E 2 

s 6 3 g : 
3 2 a b ミ

a a g a z 
a h s : 

' 
E a B 

‘ 

数
』

s木 . 筒:洗 4・ 入: Ja It . 8 皮:国rI 

型F :llll 父 部;弁 金 野;下 ptj 炉f 大 a  : 毛;
a 1長

、
限 . :n 回 向島

l a 
1 • . I ・ 4・ a ' 八 :也 jLIfB 音m 1防 :4 竹 . 長; )¥. : 

木 ;野 大 部; 日 1J! : a &t 日 足; お'E . 1 • 関 I • 下 . ;沖 '・ 部1 . 』 ‘ 
: '/llI 

E 3 務:大 {嘉 z八 邸 251 沼 . 辛 a

図 :口 山 文:部 関;井 玉
2 居:a J 11 1 

1 
回

E 

志 i回 逃
l . t 1 • I • ‘ー . 3 

‘ 
畏 ;余 . 高;武 万 問; 伊 4・ 千; 議 z 
聖子 ;戸 戸j 月 ;rn m; i段 回 役; 原‘z 

1 内 8 ・ jIiif 4・ 1 . 部 . : . z 
l ! E a 梁;平 . 

助』樋 波 安 E t導 . 山 3

国
3 

~~ j!|; 図 1;']; 
2 

原:1 . ~~ 多 上:
1 &t 】h B 

品目
s . 』

a . a 芳 : ー B s 

~ . 
~: 気 大; 巡 総; 盗 ag 

父 s i止 手口 : jt : 遡 Jl，{ 1m : ぬ t
E 

夫 ロ
s 

1 . 4 苔 . s . 4・ E 4・ E 

s t 8 余;3 
忠 l 上 戸iJ : 丹 石;3 

f主 ~ 戸;3 万 2 . 内; 波 室 l
3 

竹
: 1 原 1 a 

3 . l 鹿 g 
ー‘ z B 

1 . 6 3 . 
伍11

駅 t
工~ I bh )11 I 大 s 

高 a 辺; 橋
淡 ml : 2誌 s

' !!f 1 
. g 

F行 4 
淡

j JJ!( 2 B 

s . s 4・ 3 B . 
tt : lJ!< 常: 2時 須; z 

s 

lli!: . 石; 治 加: 8 
2 

: s : 』

永 πi 文 6
E iI! iI!! 8 Qi .昆 文;巡 氷:池

久 久 l f台: fIJ 思， I 治 7c t台!久 万 3 久
』 E = 1 一 元‘八包 フL 1 一 一ー る 一 7c 二 s八

s 
ー

B 2 
{ ，、 l ~ I ( ~I 

{ ( ，、 1 ，、 ，、 1-、
- I - 1 一 一 - 1  _ 

司- 1 ー司
ー醐 a s ー - I ー 1 s 

一 一 一ー- I g 一 - 1 一 、ーー z 幽由

一 0: J¥ : 一 - I 凶 四 八;九 r帽』、::11..
' 占，、 翻 1 じ; τ士 3 ノ、;七 五;じ』 一 - I 一 一〉 ~I 、- I } '-'1 

) ) 
~I 、J ~I 、d

4 a 3 g 

1_ 
J i a g 

' 大 :11..! w;t: 1.E J.E: 太 下 関;舎 占;役

般 条: 都 3 弁 弁 3 政 総 llt : 1良 書官 ; 取
』 s g 

若 持高 3 i初』 官 1[ 1 官 1fl ・ 知 s伸 安 a神

経 2起; 号変 : 下 下: ~~ J& 行:窓 光:;富
世; 政; 1ti'・ 7片: 安 窓 国 i遺 文;遜

文; 所; 凶 臨: s~á 造 乃;宮 設:省
※ 4 

』
下 国 国; ~ 宮 立;用 紛;朗

a 文 s 立 立 s Ii'~ 汚f 米;途 失;治
3 旨;1ii I 百 {究 済 s注 状，注
』

問; 認さ 策: 注 五t:巡 話連 ; 巡2 

国: ' 文 身;状 s状
a a 
i 災: ‘ 注;※ ;※ 3 ' 3 邸 8 a 文 a E 

I t s a s 
: ' a s 

-378-



点永ニ

A

一二三三)

漫智上底犬上京都神戸・関可-沼波・育問

{8

・尼子・甲・川氏・安食・消水・質問に安二{一一六七)近江国大品官会人的段命的

m

{犬上斑邸

}e

仰向俊雄駅家

甲賀来潟老よ・変身・

2
宇都一段早元{一

O
玄八)近江田

22

詰

{早朝州西部}一 小 …
JK配 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 配 … 一 一 一 一 一 一 一 山 内 山 山 中 川 配

高島南郷一神戸・コ一足場路沿・角野・木涼・桑原・普段・川上

e

大風政平元

20

五八〉近江国後数議出品成解

{前内部北部〉

e

続結

a一ijuukuhhiuaaBga

一
:sasszsassBaas-8384863233gaA3SEISZAiBLESSEiz:818Juuu~AUUU138Ja

十 十 九 十 下

ukfihaaaBB33S3a

ssb142888238s

ト

33BassasalaiS3Sggaz--asaSES--a;423343424BassgS83

ト
;32243SEasaga-

し
iss'Basszasassais-ssassa

神崎西刑制

(mm)

商品

e

神崎・駅家・神主・垣見・小詑・小総出陣平元二

O
五八)近江国雄傘務安成解

神崎双部(保〉述宿三{一一八六}一柑都銀所俄限状案※浅井商都一岡本‘国後

φ

湯次・大井谷川道

6

了野事錦部・速水噌益図一成平元{一

O
五八)一近江国彼鎮祭安成解

浅井沢庄一・新居・錦宇・朝日・広紘一一兎治八(一

O
九四)一官立旨

-夜間商都大路・同氏関・上寂・下坂・初江・羽市宮・上丹

-mme

訳家一成平元(一

O
五八〉一近江国縫掌殺安成

Mm

援問北郡長克二二一六個)怠弁宮下近江国務生下部双生

-E

生器必伎・筏図

e

筏筒・大助・船木・安官同母期的岬承保元{一

O
七回)近江国嶋庄笥都

AX

智下庄;蒲
i生
:上
;郡

2 

;承
;保
I Jt 

I '、

;。
:七
:四
s、，

明法勘文※近江図的庄司解

-319-



上 i嘗 tお
型F 設 浪

a 』 3 z s 
( 〈 s I ~、 { 忠 お! ~寝 梁 2 野 野
君事 若手 』

滋;高 主事 ; 船 船; i也
玉:塩 伶 賀 資;太 太;剥 制

応 話3 尻 t‘弁 屋 思 i木 *: 邸 :1じ 淑: ~ヒ 問: ~ヒ [有
〉 V 1Is 
}民 留 北;民 蕗 t 櫛 4ヒ 階:随 関; 怠 郡;滋 郡;都 $ :、J } 

下 上 郷: Jlr 条;西 底 庇 j底 底:泉 泉 A I 

;条
E 

条 条 ;条 : JI{ EE; 滋 江 』

'、J l 
s ;方 方 I tド 商 』

』 l ;庄 et 
3 3 

I A 2 ι 4 
2 E s ' s 

' I l l 

3 B a E 

3 a 1 

a A 2 I 

s 』 z s 
1 1 s 』

長
6 ;総 3 

怒 ぢ; 物;首揖 I 5 8 一
:釘 重F

a 
;;科

z t 

回 rff : 部: 上3 4 

府 ‘ 
』 t 3 : . 司6 i 

4・3 ， . 3 s 

通' 主ド 2 6 a 壬 n: 1ム白 3 ; 数
t 3 ? 

手1I 出 E j内 A L 生 野 Z fE ! 智
L 2 ' 3 l 

メIJ . E I • E 
4‘ 

ー-

A . z . 
a :穏 a B 

大; 木: 胆. 、 B 

駅 野
s 

t 向
a a 

，~る 友: JII: 部、 2 ' 
2ま . 』 s 2 3 . . . 2 ‘島孟

， . a a 4 a . A~ z : El 伊 錦; 勢; 1Jl 
I B a 

自 * 1 :野
s g 

1~ 部 Z 多 z 見
』 B z 

ま史 . 4 3 壱 a s . . t . 
上

s :神 3 
:伊 梨; 電z 3 I g 

賢官
2 ，F z s 

日 部: i果t 3 s 

4・ s s . E 

s z 1 s z 

峻 B 3 j也 I i 筏s E 3 f s 

切 3 s m s 原
l B 2 s 3 1 . 1 、 a 』 2 2 a 

五h
s t t 孟 z 

駅， A 』 3 t 

f色
L P z 3 

家I 2 s t 

8 8 • 4 . 
s 2 z 2 

z ， 3 L 

1 g z f 4 ， 2 I ι 
s s 』 h z s . E E 2 z 

挑 1・ : b t 2 ， 
' 

g 1 

主ド
I a s 2 E g 

a 3 B a s s 
4 3 : 

s E 1 E s E 

i差 l.I!: i主;嘉 m: 元; まを 夫 点;天 us; 寛 長

フE 長 B 久;応 久 1 久 I 狗 協 応;承 !f!:治 係
:.: I 3 a 

ー:n: - ， -' 元: :n:ニ 二 4 元 元 a八一ーー ‘ 一，- 一 一
{ 

s 4 
〈 〈

a 
( (  ε _  f ..-.. 〆、 s P司、 g r、1 '、 ..... . ~ 

一 - 1 
_  1 倒ー - I 一 一 - ， ・ー ー- ， ・目 一。圃~ ， a 一 ー. 一 ー

_  1 。:0 。帽珊， ー- 1 -， 一 - ， 
ー 五: 1L; 七 :Jt. ! 。; )¥， 五: 11.. 。一 a 一
)¥， 一:0 四 2 一 四 τ: 1 岨目 八;四 ー

a a - I 一} ......， 、- j 、d 、... I 、... I } } 、.... ，、酬， 、... I、"' V 

J a J s s ， t 

J j 』 s E E 

将; 前;茶 民; ~: 後 主主 !f!:近 ilr: 官 近
上 1ft! :釘;下 t律 a 滋 a 自 源 回;江 江;立 江

勝: 1 E 

事F 大 s文 1生 j 紛 2 所 時:国 国 stラ 国

盟 原; 箆: 所; 木; 院 fa't 図;笥 t能:議 符

交 絞; ，畑、 B 館; 正E : 院 注 i也;庁 主主 ; !l! F 
;岱 経: 泌;

注; 文; 総 文 ~:立 番号 : 説!

2足 事 E

組:
文; t1;: 下 ※ 券;誕 安 a 1塩

1m ! 
ik 政 a I ※ l 紛 2 文 ※ 2 太 成 s 部

所:
、-- I a 失; : ~ヒ 解:綴 話rI ~ 司

下: 政;
』 状; : lls 

I 

文; 所;
a 

議: : ~l 
s 

‘ 議; 下; ※: 
品

a s 
‘ a 文 Z a I 

1 a a 

' 
g 

‘ 

-380-



越 をき 臨 下

前 Eた 奥 野

' 2 i h 
I ~、 丹 2

( ，、 l ， '、 〈 { { 

}js 〈

ー丹 大 違!山 1m 連 違 替
( 

8手
:生 生;

野 山;数 数 数 減
叡 ~ 

応
北( 数 3 西 上 潟

if転 百官 群:11:
Jlr，部 部 部 部

} 

:郡 君事 ; } 、..， I 庄 i〉 } ) ( ) a: 西 J!! 

a、， itド Aド 名 名， ;双 tt tt 好 好 』怒 上
3 ;原 原 図 回 h ; 型車 手 _;p 崎 申込 下 粂
A ' I I ~ヒ [十1 下 上 z 3 lj! 商 111: 密 条

;住 11: 度 EE: a 
須l 郷 tl:: 庄

} 

a 2 

s A z ) 

6 s a a 
I 1 3 L 

2 1 E 

A a s 
1 a h s 
a 4 s a 

4 

資: 調i
』

五百a !Bf b 4・ 司降

3 
淡 i 関 * 

z 

* E t.!t 大
‘ 

a 
I ' . f-!t . a f.!t . l 銅 . 井 . 
s 』 3 2 

3 野; よ 丹 s
』 . 丹 . 九 大

3 8 

‘ 函 E 家 jlnf ~! B 関 5主 玉 部 右 f古
3 E 3 』
h . i . ~ . 1 E 桑 ‘ 進 . 上 . 
t 

2ii HI 
3 B 

玉3 玉』 s . ilP . 熊
る

tc入s 陸; 2 
控 f首 成 思t a 釦

b 
司島

s . t A . 1返 JII 1 s s a 司. . 
I 

fMI! 利 余 t
g 

余 )iωt 方， 3 

3 本 g ~IJ 戸 4 s 戸 )11 回s a s 5 

a . a . g 3 . 
s 

~: 毛 安;
s 

安a 2 口 111 . 3 E注 ~: ‘ ~ a 』 』 手話 回
2 

従 i . : 3 
‘怯4 z t . 

s ?百: :lJ o 野 s
a 野 r1} 大I 2 

z . t 5免 車 2 4 毘 波 野2 
‘ 

』 s 
3 冒rI z t 

司砂 . 
s 

知; 事ド : 
z 

E 資 a Jlt 
飯 投且

母 戸;
t 

戸a 
4陸

3 a 野 武
2 繍; . l 3 . 』 t a 4・
a ili ! 出 恋 t a ;.!;，、

1 3 s 一g . z 水 ~， a E認
高 和3 - I 2 s 

2 -】 2 . . ' E . 
I 太: 位: B 

. 
ー大 a 伎

片 金占 2 
山 文:

s 
文3 3 a 

依 :合a I s 

1 : g 

E 忍; i忌 承; m: 大 大 大 大 宝 7~ s 
B 応 1 7t 久 Z 久;治 治 治 治 ち! 久t 2 

7t‘ 11: 一』 七 z元 7t  7t 7t 一 一a 
{ 

3 s 
{ ( { { { ，、も ~， ...... ， '、

a - ， 一 ー- ， ー- ， 畑山 一 一 一 一
E 

一
』

一
同- ， 一' 一 一 一 一 一 一

: 3 

ー- 1 
4 一 一8 帽I品、耐 s 五 醐- 1 九‘一 一 ー 司

四 ー
3 岨- 1 ， -甲 一 一 一 一z すL ' 占，、 - I t、~ ! t、“ 占F、 -yL 、 -，L、.、 J¥. 一2 

} 
l 

} } } ) ) 

z 、~ J ~I 、..， I、4
g 3 s s 

E 3 2 a 7 九』一一
a 禍;※ ~ 関; 若;若 :皆 光 関
I 大;「 I~l !I! ! 決;狭 綴 ilj' ，{ ~ 西I s 

‘ {曽』中 国 下: 国 a国 主.主 2定 国 ( 下
3 

'Illl :爽 tド 知; iJo : t丘 所 所 怪
伊 知s 

l 

部 i所 原 状: 家:技 倒 依 伎 l ft 状
a 1 ... 

在 ※: 人;名 処 処 名 光 2接a 

解 jあ 節 l 法 :a 分 分 回 宗 ※ s 、"'"。 ;り ~ t 巡I I坪 状 状 Tl' 盟
' 

』
s 3 支 ' 2提: f寸 付 文s 3 i 

※;根 扱B 配 a 
a 

符
3 

: ~健 早良
' 1 a 
a 』

訴さ 4 
s 2 a a 

』 a 
a 』 】 3 

l l a 

-381-



{自 出 因 丹 能 力日
t詮 震 槌 波 笠 賀

、 s 
多 ‘ 

合
合: 2 円 ，、 I '、 〈 ( ，、 I '、 滋

耳Eit 可 長: 主主
海

何 z多
紀

/Al. 江 足 3 荻 ，、
i?!i 

W1~村 m  : 様
jJlJ 

斑;紀
西

韮 沼 羽;井 Jt: 
i市 m 1.'li : Jlt 鮮 t'li ~ : f材

、...... 
〉 i双 耳zi 〉 虫 ;;;; : Hs 

9込 〉 } ._， J 庄 :1ヒ
:郷 郷 i i?!i 蕗 援 東 jv ( 大 市 .m!~ 底
2 z 条 思 :Tt 村

iPT 
属 郷 郷‘

内;
4 {Jl: JI! 商 L 庄 度 2

常事3 1 

j芯 庄 庄; : Jlr 蕊
g 

l V 
2 

i 

郷 t~長 I~. • 
3 g 

E E 2 

s 2 I a 
I E s 
1 I I 3 

、 I 2 

1 I 奴: 安;.司怯 日』 、‘ i初 ‘ 1:l 櫛 忘 司. 繋

i込 下 i :千 酌 架 ~! 上 . i良 立 球 :m 関

)11 :if.J . やf . s ‘ 
司h 沼 吋邑 ;ロ . 

4・
司. 線; g 

はi . 持; 宗 島 山 額 1・ 荒• 
鳴 見 g ' ロ 高 鰯; 部 背 図;場 T色I 

部 . 1‘ “ tlt s 司降 待 . ;江 . 
h ' ' tt 野 1t . 災 t s 千 ー酌 )¥. 1 高

iド ia: 1‘ f長 怠
1 1径 原 羽;余 向E 回』 . 

1: t I i禄 . 余 4・ :戸. I . 4・

安;
1 

lY< -ー 主 i t苛 戸 霊祭 1zi 般g 

議 i • 保 文 ~: 内 回 原; 書官E . 2 t . Jt- 司B z ， . ， 3 
ーI 1 

神 l!s 
E 

区 3 E 方
. 物 B 少 1 長

3 g 
i免 関 家

a 
量告 E 

、 結 部l1 名 2 高i
z E 部 司. a島

2 
司島 s ， 有島 . s 場島

紋; I 

資
. 寄; 協 江; 続z 一

底 i E 
知 余 省; 邸 技 上; 昼I 

3 I 戸 . 、 .  . . s . 
3 g a 1 4・

天: I 多
4・ 小; 余 管 :it: ; w s 

戸 i良
持 2

t 久 一 総 a 手 t 江1 
方

B 
4・ ‘ . s 

'‘ '‘ 
s 4・ E . 

h El :長 E 

千 r I 生 if1i 1 tt I 沼

太: 潟 滋: 蹴 江 野; 回I 
s 2 s . 4 

4・ s .昏 s 
ー-

3 4・

fJ': t 
法 私: )¥. 間: I毎s 

回
見 i s 2Z 締; 本 3 郎s 

3 a z • 
iI¥:成 1主 S

1 Llf * !J.~ : E誌 を弘 大 2κ; ill 
安;和 長 S 治 平合 永 S 平 久 治 久 E 久a 

こ'Ji. フt I 一 11.. 四 ;11: 一回 a ー
一 .=.1 一 一3 s 
{ 

a 
{ { { 

s 
( ，町、 I .，.、 ，、 z ，、: ，.‘ s 

- 1 喧『 - I 一
( 

- I 一 一 一 幅削 a 一
一

e 
一 - I 一

)¥ 

一
B 。 一 一 ー・・ 8 一: 

ー- 1 四
z - I 

七 :0 四 2 四 A: 占，、 ー - I 11.. ー 一 一 - I 

九 a 一 囚 2 一 一 占，、 ー繍 E 一個目 S 幽一 B 
} ) a 一 2 、，.， I 、- ---， 、..; 、_. ， } ) ) ...." ) 

L 2 a z 
聖一一一 s イ s 

th :烏 出: 太 耳E s 丹 指 j10 関: 長

i訟;取 諜 S 政 大 1発 s 法 II 質 Jlr ~ i露a E 

日高 s 県 持 s 官 寺 自 a 国 国 盟 下 a t't 
大:係 潟: 撚 話 河! 大 E昆 江 知: 所

山:文 社; 安 & ょ: 山 欽 沼 状; {挺

'#:祢 逃 i i特 経 込 i 経 注 ss 挺 i 注

鉄;社 営: 碍 IU 院; T1! 文 att ※ l 

' 
文

!I!'J~筏 所 s 除 益 立‘ N 笥 ' ※ 
返:筒 注 i 根 写; 2足 をF

s 

' 
子:銘 巡 i 解

』
I 、

銘; 状; 3 ' g 

s a 、
g 3 a ' 2 s 

‘ s a a I 

2 s 3 

一一一

-382-



J番
i岱

飾(熔)京都

菅生

-Am

戸・刊災抑同‘同

V
和‘窃

-g-

大野・英保容三刑判・穴熊

長元七二

O
三回}

京大寺封一戸経園券照綬

-383-

飾磨西郷

e

迎選‘箆智・平野・刊以上

e

周 期

U

実

mw

図

A

九五

O}

七条令

Mm

ホ … 広 小 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 市 川 山 以 内 同 小 川 町 川 山 中 川嫌(保〉西部{探保郊)来繍

e
香山・辺部・体

me

桑原・布勢・上関・叫削問‘大市康平こご

O
五九}措段函波大寺似品注巡状

多大関

e

続問・

42p

・柑川上・小宅

s

広山・大宅・石見

6

婚

(mm)

京都中箆

-M

伸一戸舟永ここ一八四ニ)左弁宮下紀伊国高野山

賀〈古}米刑制問磁

-mX

領事住吉・余一戸怠弁官下崎附旧国立旨※

強久三二

一九二}

〈賀古西

mw}

(賀淡路)在図上庄三諮‘上総‘総積・川内婚沼見寺大林・住吉

s

川会・災仰げ

夜間下庄点応元二二二五

V

北条袋持下文※

{明石岡叫)住吉上保活江・明石

4

住吉

e

持一戸・&浪。選見‘神戸立元三二二四車)太放火原近衛波範明都政所下文

住吉下保

(撹保

mwv

福井庄西保来同情・笹山‘抽他都

e

体問省桑原・布勢‘上向‘捌倒・大市川

H
応三ごニニ七)同

Mm
描弁怨西保回数注巡挺

武!
Lll i 
郡 i
Jlr : 
条 i

:EP 
;箆

;神
:戸

iQ! 
永;

0: 
七;

内!
通 1
法 i
dF; 
協:
注;
文!
~i 

※: 

(勝回南部}・賀茂・広野・目的辺移鷹取骨狗気

福井庄来保

災
i学

勝(図)北郡

-大関・新国・余一

pe

球上

e

小宅

e

広山

a

大宅噌右見

勝因‘飯

m-
塩抑制・協咽

R-

設災‘世間野$広岡

e

盛田-新野

ヌ描-冗ハ一二三三}延久三二

O
七一}

占ハ波絡下勉状袋※岡山県高協や瓦経銘



紀 長 安 世t i紛
伊 pq I ォzazr t {長 ct 

B . 2 
F、. ~司、 { 

官量 t量 1 ~ 担E ( 

位;安 安
、，旬、

名 I~ß jjs ..... I /!l.. 左 高 s 伎 t 久
JI! ll! ~ ，まh壬 { VJi 万 万 l可 A 米

革:賀 賀 主li :決 JI! a :波 議

郡:1ls $ 
邸

}S 25 .ffiI 
部 滋;商

き: rt:i 、岨d ~ ~ 現F 内 :tlll
、~ .、J 〉 西 s 部 } 

;;; : U~ 
l!r :邸 4ヒ ll! 函 [信;)

山;結 Z量 郡;} 本 西;}
，、 E

都 庄 庄 度!稲
*~ 耳I; 滋 t亘 a 安 条 a L : [珂s 』 、- I 

郷 Ilfr 百 B fむ 3 郡 A s府

:村 H 
s 

郎
2 

;庄8 3 b 
s s a 2 、
s ' a : 

‘ 
E 』 s 

a s ' a 

1・ I i a a 
t z 』 1 4 

a a 1 s 1 

! B 

三;叡 3理;. 泌 ;大大 3 事ド 図 a R. 
ffi: 戸 部; 総 a :家 我;駅 手F : }F 

E . 2 . 』 . . ;家 L 、 a 3 
I • 

品工 : :包 生 a 設;大 f!ll : . 銀 : f長
)11 : 手 念 E

1 
椅 五h; 町 箆:宗 望E ;文

s .  . 1 . I‘ ， 111 8 ・
3 

組 窓 s Ir;. 思;土 tま; ;錦
苑‘ l可

: pq tlt : 2島 巡 ;f交 Jt- : 内 ! ~官警告 a 
i : s . 3 』. 
' ' 』 8 I • 

大: Ds 鋲: 久 ItF I Zij 回 ;長

国: ~ 部 S ~ 原 t pq :問g I 、 . a . よ 1 ・
大‘ 荒 駅: HI : 伊; 樋

;資
: 

)11 家; 怠 立; UJ : ;災宅 z 良
1 s 

" ' 
4 

t・z ' t z . 3 

忌; 山 集 t ドt 高畠 b 定叫主 : 
安 ;弓

t 3 

釘1 : 崎 原 S 戸 木 s 原 a 3芸 ;自IJ
s E ' s . 』 . 4・s 2 ・

: 
li¥ 日: 奴 緊; I毎: :久Z陸:
蛾 内: 家 段 g

: 高~:
; 却を戸 Z

a 
I 4 3 0: 1 
I t a 』

j 沖; 良 話完 & 
a 

阪r ' 1 1 w E 

金; a  ' 回 t 

限
』

3 1 m: 』

3 B a . 4 t s 管: . 、
駅; ' 松

安
E 

B 
室

s h 、

家‘
1 

' ‘ r~ 
』

B 3 I 2 

ー ' 1 s ， 
!l: 正 m 文 1

B 長 文 応 S
s ~:述 1呆 永 f望 m: 仁

f弘‘ む 治‘ ]t fLy 徳 3 立;久 延 万 手自 久;平
z a 

' ]t' 71:' 
ー 二 a 九 五 71: 四 s 元一 一 ー- ， 一{ 

: 
{ ( 

1 
{ { ~I E 

{ { 

』

』

九
~ I 3 

{  占
( { 

~ I ~ 
一司 : 一 一 1 - I -ー 一 - ， -一， 

11.. ー a 。ー 0: 一
a 

一 一
、
一3 a 一 3 一 一 、

-= I 一 。八; 八; 六:Jt 占I、 九;五『珂ゐ 一 一 J¥ - } ー，，』、 I 五 五 g 凶 E 八 品.

h. 
，、

- j 一 3 ~I & -司 I
~I 

) 
~ I } } 、~ I、， } 、〆 8 、~

1 } } 

B a s a 3 

' ' 2 3 L 

院， 太 i毛 源; 大 関 安 1 iU :友 安 {量 i長 1i; 源
z 

庁 A 政 rq 範 a 阪 lJ! 主芸 s 原:弁 Z1tJFE r 自 自 弁;義
1 t 

国:即:~ ， tr 国 I;iJ J  I FI1 下 Ul'宣 図 jiif 官'国
紀; 符 言] 下: a 知 高: 求;立 様

院
F主 下:苦?

伊; 紀 IT 文: 湖 状 m; 回 3s 国IJ 鼠
fi' 

庁 ~ : il!! 下
国; {:J!' 智.!.L 、， 28; マ=:j: ・ 2信 郡; m: 下 n~ 備 下 淡:状

1街; 国 1塁 ※ 2 ~~ ※ 司' ~:安 学 役 frr 511! : l a 
3 ※ 煙 解 3 苦FJ 装 絡 国 1必 官lI 
a B s 

在
s 

t z 銘 1 il!! 1 国 状 型F ?土 s
a 2 a 

状;※ 1γ 所 立;3 t 1 

' ' 
a n 百j tLzJ bh a 

8 E 
1‘ 8 

人s 1 a 苦手 ※; I b 】h 文
1 ' 1 s 

話5
1 

1 3 1 z 
‘ B 1 1 B 

-384-



鍛 阿

岐 波

a ' ? 

‘ ' 
通 t 

l~ 答 ，... 1名 ~! 板
~、 3 ，、 1 ，、 1 r、 ，、 1

:  Jl! 名:;花
1 伊' t各 s JJs :怠 主E ' ，柄、

BHi 都: zzi 国;
;条

)11 Jlr i庄 野 賀 a回
〉 部; 、_， 1 

都 者s : 部: lis: lllI 都;i 
i!!i' 商 i(、...; I } { 、-' ， 、.... 1 名 I .._. 、_， ， 

2 
条 ti! 書官 ; 泣 茸 問 問;和 和; 手:右 石;

i 

z 筒 3 ;泌 五h 劉 回;佐 自主 l 郷 a塩 思 1
a s s 

Jft ~ • Jl! 主E I袋 ;1ヒaよ 下 a );上 下 1
s 

庄; :庄 庄 EI: 産:郷 烈I:長 長 i El: 庄 ig 

a 3、J 〉 2 :m 回:
1 

t 1 e s 
B 1 ;ょ 下;

1 
， E t a g 

L A s :村 トt : 
B a 2 3 g 

' s a 』 2 

l 

大
S 名i3泣; t公 争iI;. 大 i 神; E言:.3 ・ . . 

i飯 fh( s方 土: bb 戸 i大 !Df 島; 戸: (~a :大 ~r 

:国 s . 句偽 :野 応 . ' . s . : !Bf 応， . 4 2 

s ‘ 主F ;続 i窃: tlt 賀 i- . 泣: 右 a ia;a . 
: 

;冨 原 :弁 E是 L 島 災:且 t[t J!I: .:p! 笠;且 l[t 
2 3 

;栂 . ， . 4・ ‘ 1* 1蕗 . ， . 3 来 麻
;政 土: 村:. 協; 災;.1 • 多 稿 同. 苑 1 . 

i笠 配 ;淡 師; 重F 主: a 事t 部: pq : 多: 13 下11
:居 2 . 3 4膨 司. :1lil 戸

i . 
ー-
;前 戸. I • s . A 

l 
大 ;弁 ~: 指;事 11 大; 衆;神 有S

a 
: 

回 ;上 間 4 五h 混 i戸 国 図: 資 3 郷;戸 国s 3 B 

s 4・ 、. t . . I • 
懸

ーー

g 
4・3 2 ・ 懸3 

: )1. 弁 桑;伊
I 

荒: 家:伊s 笑 z . 大 S . 
;:万 s 

殴 1M!太
1 )11 : 位;太s 原 E Jb 宅 t 島， 、. 4 z : I • 

L . z I • 神 . s . 
E 3 ドt

l 

tti :獄 a 回 !枠 P 忌 i 山 g ;持 戸I 

: 
関 ;架 a 上 ;也 割~ : 

織 2 ;曽
1 ' 

. 
2 

4・ 2 s ‘・ 4 ・ :釘 . 司除 3 ， . 
:釘

:神 滋: : ~þ 
成 t 山 tt: t健 z n g 

下 ;戸 紛; ;戸z 相 s 4頃 戸 g 4・
1 』

4量 、' a ， . 
a . 大 . ' ' E 大
I 4 念 ;須 断: 3 ;須
I ji可 3 島 島
a 

辺
z 戸 ~ {主 金: E 1 能

1 2 

!神
. 

: .þ~ 
. 

』 s t . 
八

3 
)¥. l “ ま若 ;戸

I 1 
;戸4 

Zや z 荒. 駅: 2 
荒

4 s 
毘

8 3 

a !前
， 

資 :安』
z 3 

t'{ 1 3 a 4 

‘ 
a 

4 z 8 4 』

Llt 承;久 .t: li : Elt 宝; 姦 t 平 i 正;r 
3 治 久;安 ，拘 a 治 治 t ぬ z 治 t 臨 2
B 

ー
z 

ー 一 ' ' 問 aニ 五 a a ..=.' 71:' 間 1

一 一， 
{ ，、 I ~、 -、 a 〈 .....， ，司、 a .....， ":"'. 
一 帽同・ 1  - 伯尚 a 一 - I 九 a

a 
一 一 一

s 
一

_  1 s 
一

3 
九;I ー由 B a ー目 4 

よ 四 ニ:凶 0: 四 四』 五; コ t
2 -宇 s ー- I 
s -ー i，ハ..._ = I 四 )1. : jL; 九 I

、... I 

s 一 帽- ， 4 2 

a 
、均， 、... 1、... 、...; I } 、... J 、... I 

、... I 1 

3 1 
E a s E 3 

E ' 
5 I 』 i 

太 大;戸[ 地: t.a 紀; 百事 a 紀; 紀:a g 

政 江'人 国 6 印 伊 a 原 J 伊 B {Jt! 
海:成

a ' 11.: I 毘:
3 

J 官 大 t 2お 間 s 国 t
s 

勝 1長;俊 沌: 下 回! 所; f存;z 
s 

安 i也:等 号pi x 北; m: 庁 j 在;
s 

状: f部 所; 2健 :a:: τdEur ，1 a 立; 回;
3量 I)? ※: lt 叙; 検; 巡 l 田 i HJ¥! 』 z 

陰 I 綿 注 a 注 1 状 i 守 1 言J 1 

;紀 a a 
請書 : 

j J 

• 巡 3 l& J 所 1 ' a 2 絞; ※; l z 

‘ 
a : 

a a s l 
a s l 3 

a z 3 1 t 
』 6 a i B 3 

z 2 s 
1‘ 3 3 3 

s ' 3 ' : 3 i 

1 』 J 2 s I 

-385 ー



肥 !¥i 筑

前 部i 前

』 a 1 4 a 

]i~ 
r、，

住
tt JJB !fj s ~ 宗 I ，... 夜 I ~ 精 1 嘉 高 { 

主幹 ; 
住 a

t~ 
8 形::夜 須 E 樽 盈 i麻 惑車

阿

~: 事S fif 珂 3
野南; 部 J!r ll!! Jlr :須 m! 盈 蕗: ~t [む

郷;
部; :tllI 蕗 郷 郷: 郷 il!!i 郷:双 郷:郷 郷

君官
、"" ， ) 

;郷 : II事
V 

:深 深!山 山 郷
， 

鴨 路3 』、d ，、d

: i挺 ぬ，~ :餌 鉛
， 1 部 部
i a 

: ~ヒ I哲 a酉 }夜 a l よ 下
郷:郷 郷

、 a 』
庄 庄s郷 4 : 3 

a E 

s h l a l 

: I s 』 a 
a a 1 2 

B z a 』
s I z a 
1 』 s 2 s 3 

長E; 城; 図:議
a zhi t;I. 減 聾 もk I 一ー 占 務

?土: E経: 埼 弘 J民;生
g 

島; ~: .~ 居
‘ 

t 

ー・ . g 
‘・
. 3 山; 唱砂

a . 3 . . 
i 

， . 2 、
山; 区; E ロ a; 祭 国; m; i邸; 一 山
図 E 勢 B 雪担 .R. {主;家 . ; 回: 回 3 t苦 a z h a a . A . 3 . 司6 ョ. 5 ・ 恰 i

噌島 2 . ' " ‘ 基: 51j 域 野RRll; 小
3 

~: 土 i 大 羽土 l

協: jf :荒 』
25; 郎; やt 床1・ 1 . L . s . -ー

. g 責ti . z ー-
j 

4・
3 s ， . s 

Jll : 小; 2島 良;大 自; 塗 a
g 竪; ~~ 甲

上' t位 2 tll wl 人;筑 ーー
t 提 3 怒 2 ~II 知

E s 3 

‘ ' 
. g . . L ・ 野 I

. 2 . 1 
‘・

. 
長; 山; 山 高 海: t住 援 2 メIJ : 飽: 府

谷; 図: 回 島 部;九
t 必: 波; .R. . g 

a 
‘ 司降 . s 

4・
a 

5・a a : .筑 L 3 

1 s ct 中; *: !.W:! 3 石陸 氏
1 I 3 

s 臣 五る t a a  ' I jp 郎
a E . g s 3 

: . . E 海; t z “ 』
仲

幽幽. I 2 1 
山t 

‘ 
ニ:. ， 

郎‘
a 4 

: 2 
t(t 宅; 3 : 

本h ， 
‘ 

s 

' s . . 5 1 8 ， 
ヨー

1 3 8 E首 I 1 

s il1i 山: 1 s 3 ;f~ 
4 ， 内 i ' s 
t I * ロ s 3 3 図
i s L a・ 3 a E 

1 L . I i議; 1 1 . 
1 2 w:: 3 

訟; a  : 4 
~: 

1 
山: a . 1 s 

a s i • 2 

L 』 、 B e 4 

文;文 m: 立 ヰk u! 苦長 文; 総; 1会 s 立; :ll !箆
3 

治 t治 久;怒 安 l[j ぴi 治 2 {泉: 安‘ 弘 4 ‘拘 蕗:= ， a 2 

一七 s図 一 一 - I 五 z 一 一g ， 3 t ，、，"" -、 I .-、! { A 〈 .....， .....， ~I 〆、 1 ，向、 ( 

- 1-司 一 一 - I - I - I 一 一
一

a 
一

t  _ 
同 ー g -・・ 3 。; 一

3 。 一2 a 司唱 一 一 a 白山 E 

J¥. : )1. 九，= -む 一 JI. : 帽甲 : - I 0: 一g 欄ー 一 l - I 一
七;六 占，、 I ー- 四 ーと 七 B 七 l 五 l 四 一ー s J 、.. I 、， 、.. ，、d } } ) .....， ~I --， 、... I } } 

s E E z a 3 

』 g 

' 
3 

淑(源 俗;大 f詰 t量 巧* 筑 a 大: 筑' 筑 E 筑 ezb E 

JI1l : 
2 ' 

絞;綴 受! ~と 路 rlil がf 経 l 時可 a 自11 ' 自1， f持
3号;郎 国 i 3 a 』

1;iJ 1 I t:uJ ~fé 大 . E事 a 国 a 国 1 国 ほ
下 i下 得:後 平 被 教

f~ 1 3事; 符; 事t : 符 文m : 
文(文 巡:賢 質 :可 f占 箆 i

総; 夜: 糟 i 蕗. ※ 

※;議 状;解 地 ?土 巡 主1I : 状; 須: 眉; 耳石

;※ 糸・ ; 状 去 ttt 署 D~ : ※ l Jl!! 函' 蹴

※;※ 状 3評 処 fiJ I 1 郷 a 郷 4 郷
A 

2徒 lt: 分 西: 』 s 3 

3 s 問 J 言JI 笥』 s m 状
郷 E s ' ‘ a s 
b下; ' 3 

3 
空手 g長 s a 』

a 、
{サ;

B '  ' 6 ※ ※ 
s 

』 s 綴 a z a 』
a 1 写; t ' g s 1 

a 
‘ ' a a 

』一一一

-386-



>>1:: 

i交

益(減)東部 { サ 脳 同 州 北 郷

v

枠内初酉郷多駄・枠内調・能

mv-n

凋

n凡夫邸玄{九五一)

枠内

m
北郷仁安二三一六七}

持泌市川郷延応一冗{一二三九

V

松浦西郷成政問・大沼-踏お‘生佐・久利保延二{一{MM

梢妓郷)

高来蕗綿一山田・

2
古代野鳥一放さ一一月一二一一二一

22

下知状※

寸

24262a'sasass--JagsLa:at--iigees212

』

IB--J'Ii:att

・
-LZ:'42

』

:B3

』

3sage-JalS18166a'a

・ ・
38

三議西郷一千昭一物郡平多企部・草木一天沼元士一三一二三一大芝府守的岨所下文※
三日月煎郷

的点非依知所守注巡状※

三日月西郷一

をお邸}小泳取締

Z2

・捌制忌小平山田文治二{一一八六)」肥前回留守所下位礎部司※

(議滅菌郎〉下CUL--:

， 一
3下
sUK

一 七
-khuU23kkuuJUUJEtsJEU-

レ ペ ペ 一

auhJu--

a''

ほ 川 …

2Baas82S3a28a

一
aga-h-Jtis-a:

‘
1823alathsAILei--a:gie-a18'411E3at

↑
:L

，
ISEA-816SJ'3

」
183

八代北側時一肥伊・

2
・告-水行居小川一肥後国司郎写

益減上郷(益減下郷〉

当勝佳子安-湖西・原本・益峻

e

出師部・骨泊州w-宅部

一 一 ニ 六 一}

山岨長一死(一二四九)山岨久六{

一九五}

山晴久六

一九五}

天相耳元〈一

一四四)

級以太子解

-387-

肥附図武雄五社四歪実陥僚級仁拘寺御室令官※間恥船山周縁原品鳩山町所領去状袋肥後甲佐社倒立券文案※肥後甲佐佐似立券文総※



~!l 3 大 日

E主 3 隣 向
3 

a B 

長;桑 i

i B 

山:
1 

:日 EI I i硲 桑 飲 妖;部 .--. I 山 ，、 I '、
桑 z臨 醍;高 主主 nE AE I ~t 球;践 路; 鈎 s八

tミ‘{ ，、、
民;代

西: :It 問;域 (lt 鼠 4ヒ [む;郷 18 3 1 I有 2都;原
!l1I;郷 3 郡: p将

郷;郷 婿l; 政 郷
s、...， 、相，

郷 郷; 広 a、J I 、同 I
I ~ I 郷

;郷 ))0 IJu ' Jlr a JI! : a 臨 i}
1 3 

' 
g 治 1台:郷 】‘ 郷'

5 
守~ t a 

a h 

*: 
a 3 a 1 

E 8 木 h a 木 a

‘ ' }花 箇; a s ， 1夜:s 8 a 3 

' ‘ 
8 

話事 郊 z
3 • E 庄;1 E 』 ' 、

‘ 
， 

B a g 
』

1 

a a h 

‘ 
1 

1 E a ' s a 
a a 

t 

， B a 

' 1‘ 

1!l: 』 3 
1 1i: a ft 、 野; 大 ，、 手提 1 ・

1 
多: 志 』定 l H;1 

』 ;伊 民;下 i怜:a 3 

a a . . 3 ;智 ;釘 a 
3 s . 1 3 s 
』

納 a 飽 iド s 大 s 3 箸 3 )Jn  : 1 2 s 
3 強 S 多 伎; 分 3 B 入(市 jl;i司毛 e : 
1 s 3 :餌g . I 

j‘ 4 

1 合: 也 HU: 盛
L 

111 :・ E 
a 

t si:: 木 m: 国
a 

長~ :蜜 4 

1 i • 塩 s
I 1 

ー-

a . 1‘ 'ie 
1 

8 h z s s 4 

2 ' 字 被 z 答
a 

fJ. : a l s 
s • 土 刀: 西 g s B 郎;!lI:f ' 3 2 l 1 

品
1 g : . 3 

B . 1 
4 

1‘ ifr 3 
稲

3 a 
夜;

2 

3 

‘ 
1 a 架 E

i 

~ 
3 鍛 l

: 3 

凶 i
s 

a 3 l s ~t : l 2 . 1 . s • s 
a s l z . 

B 
， 

』 s tt 1 百置 1 z 
朽 a 天:1 s 1 i E 

3 万 1 回 l s 3 
約 S a  : I I z I 

g : E 
g 

I a • 1， .也 a . 
3 : 3 

ーAも~ I 
、

tn : 
t 

a 3 3 
t z )11 : 

3 t 1 望E
; a 

3 8 1 
g z 村; 内 2

8 1 I E s a 
3 J 1 l I 4砂

1‘ 
. a 

3 、 仲 I ， 
tp : 

2 

t 3 1 I 3 水 a
E 2 E ) I 1 t g 

百 3 pq : 3 、 a 3 

主 • t a B 
J E 3 

s t E 
. a 

4 I 
1 

、 、
tt I 強;』 a s i a 

E 3 4 s I 

' 主主 ‘ ホ;
3 z 1 l E s 

E s 
' 

L s s a 

t果 s 文 4 i果 保 2 治 t.s:文 寛;文 a 治;
I 

i!S: z 
延 3 1台 z 延 llJ 1: 久;治 元;治 a 持1: ' 

3 ー- I I 
』

:n::' - ， :n:: :n::. 五 l 八事三 s ー- I s ' { 
，、 g

〔

: g 
1 

t 
~， ，、 g ，、 I '、 ，、 I ，、 ~I 

- ， 幅一 ‘ 一 - ， - .' - ，- - ， ・ー 1 ー- ， 
' s 

一 一
a 

一 咽明 I 。 一
: 
一 ー， s 

a 2 1 a - 1_ s s 
古 Z 八; ーー ' 占，、 九;八 密;八 a じ S
ー- ， 一 五 a

2 
a 

五 3 じ: 五 九 七;じ 鹿 tSJ、 s JI. : a 、J ， a 
~， ~. 

} } 、... I 、，
〉ー. ~ ~I 

t s 、
' 

s E 
3 

B 

一ーイ ' 
s a s a 

平 S 院 』 1事 m: 日 sE : i盟 d事 B隊;
泣 ミ主 話量 ' Ji;{ 訴;肉 後;掛 ' 責奇 ーz 5 

隊; ~~ 
2 

滋 下 宇貨 1実 a国 人;寺
， 

窓 L

国:国 B
苦? 文 光 状;留 s s 

3 

有;
ぎ 2 文 身 g

有 a i血 所 ※;守 ZE S 在F 2 t.t: 皐: 昆;
;所

a 
木;状 R現 中:毘

a 

名; 2健 名; 配 ;下 分;
E 

行'社; tl:: ' 
a 

※ S 分 1 文 I有 a錨 a 
近'、

役:
B 役 E

桜 :議 方; a 』

』

支;
， 関 a

支 a ' 2結
E 注: ， s: 、

di! : ‘ B 
ni! I s s 巡; s 先;
状;

a 
状;

s 

' ‘ 
s 

状 s 3 ~: 議; ， 
重苦 ' 

2 ， 、
' 

E ※ a 
' 

案 3
a ， ， a a 

3 
』

s s ' ‘ 
E 

-388-



品町東郷

一 一 昨 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 昨 山 内 山 内 出 苧 恥 川 氏 一 一 一 一 一 一 一 一妖艇南郷治久九二一九八

w

関双御教世討議※

附則考間の※は、文治元二一八五

)1

山崎長主竿ここ五三}徳山国の『鎌倉遺文』所収史創刊

右の整理による限り、

地域的には全国的に広がっているが、

史料の残存状態からみて、

悉皆的な・ものではないこと

に十分留意しておく必要がある。補足的に一部『鎌倉泣文』所載の史料(文治元こ

一八五

)i

雄長五年(一二五三こ

も姶ってあるが、

各地域の状況に配臨しながら個々 の事例について掘り下げるべきなのはいうまでもない。

同時代の政権の所在地の関係で、

畿内近国及び相模国の比率は非常に高い。

同じ畿内であっても、

『倭

大和国には

-389-

名類来抄』段階の

「 郡 」

を分割したと見られるものが多いのに対し、

山城国・紀研閣では郷里制段階の

「 監 」

を分割

ものと、したと見られるような地名が多い。

帳簿上にも記載されるような具体性のある地名、

といった極度の差異を反映している可能性がある。

恐らく規模も、

前者に比較して後者は小規模なものが多いだろう。

通称地名的な

なお、

「興福寺大和国雑役免坪付帳」

】
T
」

+ J
晶 、

郡‘郷よりも下の地名で分割されている事例が多

延
A
ニ( 一

O
七
O)

の

数含まれており、

それらは今日の

にまで連続してくるような性格のものである。

「{ 子 」

政権の所在地に近接する大和

圏内で、藤原氏と繰の探い興福寺管絡下の荘闘という特殊事惜もあるのかもしれ・ないが、させる。あり、

さらなる分慣例の必要を感じ

『倭名類

Bm

抄』郡郷的な地名の残存の傾向が強いのは、

畿内では大和国・河内顕である。

東山道地域では近江閣で

ほとんどの郡で方位型の分割が行われている。

先進地域での例外的な事例になるだろう。

少なくとも平安期ま



での段階でのその他の地減では散括的で、

あっても明和名類紫抄』郡名以外の地名が分割される例が、

それなりの頗

度で含まれている。

その段階での

司倭名類緊抄』的な郡・郷名の定者(残存)

状況が、

端的に反映されているものと

見られる。
また『倭名類紫抄』段階の本来の郡の大きさ

(郷数)

から震えば、

必ずしも大きな郡が分割されているわけではな

いようで、

実際に

『倭名類液抄』郡郷とは異なる地域名称も多数

AF泊まれている。

しばしば菅沼するものに異なる漢字

を充てるため、

それをさらに来線西や上・下に縮分することによって、

本来の属性と金く異なる性格の地域に、

大

中高

に変質してしまうことも予知泊される。

そのような部分に留意して、

「 郡 」

段階の機械的分割について整理しなおして

みたのが次表である。

「東‘困」製・「南・北」

型の分割は、

地域の広がりの方向性を示している。

そのようなわか

りやすさからすると、

同じ機嫌的な編成方式でも

「よ・下」

型の分割は基準が様々 である。

「 上

ie

下
l

」

型
と

上‘!下」

裂に細分できるが、

後者に関しては前述のような特殊事例が集中

(10

〉

している。

前者については、

次

-390-

のように分類できる。
①地形

(探高)

の高低

②川の上流・下流@交通路上での

「畿内」

への遠近

この場合、

「畿内」

近留にあっては①・②が問題である。

表

機械的「郡」

分割の方式と額度

京・西

型

南‘北

~ 

上場下

型

その他
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対

潟

※斜線はデ!タのないもの。傍線は実施時期の悦陶泌があるむの

右の整理について、

実際に平安時代以降に実施された

「分割」

とみられる事例もあり、

整理の組上にのった件数は

少ない。

平安期までの傾向と実胞の顔度からいえば、

「 京

e

西 」

型の分割が一般的であったとみられるが、

地域の地

勢によって大和国や近江国のように

「南‘北」

型の分割が卓越する地点もある。

八批紀初頭段階と異なって、

上‘下





表

『平安泣文』

に見える

二地名)

条

大 山 国
和 域 名

( 〈 ( ( ( r、 r、 ( ( ( ( ，、、 ( r、、 ( ( 

字 三戸 字 広 字 字 字 字 学 字 活 :也 武 字 学 結
-ー、

必国n 智 智 甑 智 智 智 智 智 智 上 上 7行 智 智 事
郡
4・

郡 部 :部 郡 在日 部 郡 郡 郡 部 郡 郡 1耶 部 郡 部
郷‘、刷， ) 、・d ) 、.... 、_， 、..... ) ) 、J 、..... ) 、..; 、_. 、-〆 、・d

m 長 大 立 お 堤 位 荒 荒 匡 匡 措 1可 問 5長 、"

坂 並 間 野 土 条 味 Pド 氷
部

勢 勢 前 南 太 情 的
粂 粂 粂 条 条 条 底 条

~・
Jlt 商 粂 条 粂 !ilf 名

条 条 条 条 称

天 延 Llt 党 天 ヲミ 究 長 日E 長 延 延 日E 長 永 x& 
JG 久 !!l 弘 3乙 JG JG 久 平 保 久 久 平 7G 延 湾ミ 初

ー Yむ
ー

JG -JA、- ー ー
フむ ヨ芯一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一

〈 ( ( ( ( ( 〈 ( ( ( ( ( r、、 ( ( ( 出
九 一 一 一 九 九 九 一 一 一 一 一 一 九 九

八 。。。人 J¥. )¥. 。。。。。。八 )¥. 一 年。'じ 五 。。。。四 主 。"ヒ -乞 主 。九 。
) 。A .，A、a ) 、.， 、・... 

一 1¥. ー 。。)¥. 
、咽， 、・d ，-A、， 

一) ) ) 、-- 〉 、・' 、- 、相... ) 、..... 

栄 興 竹 弘 栄 栄 栄 栄 竹 栄 興 興 竹 栄 太 左
山 揺 本ド 話 山 山 111 山 事ド 山 協 協 林 はi 政 弁

寺 寺 寺 寺 寺 寺 寺 学F ギF 寺 寺 寺 寺 寺 官 官 史

牒 大 解 犠 M~ ~~ 牒 勝 解 態 大 大 解 耳目 持 下
和 q，wE 、 2長 和 和 案 大 Jli 料

国 国 国 和 大

雑 縫 雄 国 電F 名
役 役 役 王丹

免 免 免

坪 坪 坪

付 付 fす
棋 組 幌

面白

考

-39&-



摂 和 t苛
?lli J見 内

武
( { 

盛
{ }Il ( 石 石 丹

( 着 定、 志 交 平 ( ( 

庫
嶋 的

嶋
盛

辺
大

)11 JlI 比
安

江 記 記 野 書事
平 字

上 下
北

砧
南

烏
京 西 西

宿
iと 北 南 南 郷

酵 智

条
郡 郡

条
郡

条
郡

条 条 条
郡

条 条 粂 条 ]江
郡 郡、_， 、輔J 、-' 和

、J 、-' 、・'
J!r 中 tt 郡 IL' 粂 竜 母子

会 条 条
回

天 条 EE JlI ) 

上 見 地 jl! 条

条 宮 原 条

旦

長 !覧 建 弘 踏 天 ~l 承 延 延 延 延 保 延 長
安 フ巴 治

'̂ 
安 保 事 治 IJ!. 平 久 仏 1ト 久 延 久 夢、

一 "Jム、a ，-A、- 一 五 7G 一 -1::; 四 四 四 四 ー ー
一 一 一 一 一 一 一 一 一
〈 ( { "‘、 { ( ( ( { ( ( { { ( ( ( 

一 一 一 一 A 一 一 一 一
( 

九 一 一 一
( 

一 一 一一 一一 。。一 一 一 一 。。 。。。 一 。。一 一 一 。
.ノa、F ー 九 九 一 -，L¥ a 一 五 J¥ 七 -1::; -1::; -む -1::; 四一 一 五 -1::; 一A 九 五

、胴J

)¥ 自 -乞 -1:; 
、..- 一 一 -1::; 。一 一 一 一 一 一一、胸J 、・'" 、_， ) 、回J 、嗣" ) 、_， 一 ) ) 、・J 〉 、、d ) 

一、同〆 、_，

沙 1在 {自 Eド 民 沙 大 培 河 ロ 志 太 太 太 太 Jft 興 栄

弥 大 F疋h 原 部 弥 ~ 泉 内 羅 政 政 政 政 政 大 福 山

盛 寺 尊 点 f古 盛 寵 l 寺 菌 婆 山 官 p民-、 官 官 手F 寺 電F
{雷 強 国 包 符 {重 助 氏 苦i 倶 寺 勝 忠告 勝 見自 翠 大 勝

理ム 畠 国 案 私 綱 人 庁 舎 資 石 石 右 石 和

領 控 品 領 山 等 宣 念 財 消 消 消 fffl 会 国
相 券 宛 栂 磨子 解 2詰 1南 蝦 水 水 水 水 沫 雑

博 券 博 さF 路 写 本 本 本 本 饗 役
状 状 者 2欠 JI. }¥ )¥ )¥ 免 免
東 案 進 第 幡 揺 幡 幡 関 坪

状 宮 富 Ei・凶・- H鼠~ 注 付
案 践 設 挫 鵠 文 根

国 国 国 国 提
寺 寺 ミF 寺

※ ※ '--ー 一一ノ

-397-



常 下 安 一 見 伊

陸 総 房 河 4民 賀

{ 

臨
{ ( ( ( 〈 { ( ( ( ( ( 〈 ，、、 { ( 

西
嘩

長 揺 乞Ek2r 愛 ~~ 名 名 名 名 名 名 伊 伊 若 J 11 

郡 挟 福 良 智 晶 強 5昆 5良 張 4民 張 賀 賀 江 辺
、刷d 南 北

郡 郡 正 郡 郡 !部 部 部 郡 :部 部 部 部
、-- 郡

南 条 条 、..... 、-- ) 、相J 、相d ) 、-- 、・"" ) 、・d 、、， 、・J ) ;jt 、--

告主 庄 Jtt 忠 西 南 長 rt 矢 住 瓦 iiiT jliiI 阿 条 3長

条 世 条 条 条 屋 宇「 JIl 久 見 俣 も事 我 栢

厨 上 条 条 宋b 回 条 条 粂 条 条

条 条 格

時E 建 永 建 建 治 謀 長 究 立 まを 嘉 支 夫 ヲミ 究 大

治 占九 暦 l 久 長 iji: 制 立 安 拾 治 平日 承 永 喜 醤 永 拾

一 }¥. 一 五 JI; 国 ヲじ 四 .J4 、- 3も :nユ JI; JI; 自 四 7c 一一 一 一 一
( ( ( ( ( .-、 ( ( ( ( 〈 ( ( ( ( ( ( 

( 

一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一一一 一 一 一 一
日

一 一 。。一 一 一 。。一 一一 一
四 九 六 九 一 個む -JA 、a .，A、a 九 )¥. )¥.. 。一 五 五 一 一

四 一 一
構じ 一 一 eと )¥ 九 -l:; 一 岡，本:;:・ 。.ノA、F網 -ノL、" 。-七一 一 四 一 一〉 〉 ) ) 、刷J 、"" 、、". 、..... ) 、-- 、咽， ) 、、， 、J 、- 、明.. 、--

) 

太 香 諒 伊 近 島 餌 尾 高 伊 {lJI' 後 伊 伊 i設 i設 大 1立
政 取 義 勢 衛 苦喜 顕 5~ 乃 銀 賀 自 賀 賀 f立 {立 惑 大

宮 神 宗 大 家 p~ 解 国 ;1'(: 国 国 w 国 理 iW 品事 l学F 手F
牒 宮 帯 得I 所 院 留 l 武 名 苛 品 名 掠 原 -・闘Mー且再ー 公

安 遜 進
p鉛品問‘

餌 庁 守 品 張 庁 庁 回 5民 i期 i胡 !龍 文

~~á 
同g司・ 状 神 自 下 所 地 郡 立 ノ-'"、、 、 荘 郡 震 匡 盗 所

蒋 用 案 餌 掠 Jt 下 売 司 文 刀 郡 実 実 師 勘

路 途 注 文 券 丈 所 補 司 溜 越 伝 状

注 文 2量 部 間 部 培 所 所

進 近 誌 言語 勘 領 間

状 国 言e 文 註 鰭 d.PJ 
丸事 擢 状 状

議

※  ※ 業 3器
k 

-398-



丹 越越 上 {官

法 後前 野 濃

，..、""戸、 1昨~ I :;;、，...、 r、 JA:、 ，..._ ，.、.--. I .... 、
多?船南 招水顕神条議群群群笠盤 中

紀石井条 垂原披原郡局主号雪原原 野

ぎ方警( 警条警警; 西 JI! J~! 西牧牧 ぎ
機 1虫竹郷政県 上舟 部(郡 下上:!ヒ南東西
本条笹)所罰 粂江 下〉条条条条条条

独組条条 条条上 庄
条条 )条

府長究成 嘉立党究保 長文文文嘉
平保禄 1台 棋甚元事延 元治拾治暦

四四四ニ 阻元元元五 二二ニニ元
，司、 ，.....‘ ，..、 ，町、 ，司、 --、、 ，...‘  ，...‘ ..-. I ，...、 ， ，剛、 ，同町、 ，町、 ，.、
一一九一 一一一
o 0 七一 二二二二一 0 一 三

六 0 ー盟 一二回二一 二八)¥} 二
一一〉一 八九一九九 八六 L 六
、J 、J 、J 、.... 、d 、J 、J 、..; 01 ...._... 、.... /帽A、国 陣ノ4、- 、J

....... ........ 

J 

丹東京太 大持大藤 関関関某

法寺寺政 平氏 見 1ll 見原(上上上 Jtt J立 Jft 下
国捺抵宮 尼 実践実周蓄量野野野知知知文
大法法牒 1長 長原 i正予考盟国間行行行
山供供却J 状 餓頼鰻得)交交交国国留
，$家家事 状経状進 替 i皆掛乃乃乃

i四牒牒光 政 状 史認英武買武

室 院 所 録鍛錬来栄来
井 下 根棋版 l 辞漬諒
坪 文 l 悲悲荘

{ 寸々々々

」一一

注注註

文文文

※※※滋渓

-399-



部t 出3 揺 出

後 前 i留 窓

( { { ( ( 世 御
( 〈 ( r、 ( ( { ，、

世 世 世 世 世
良

主"主、 世 邑
印 平 平

間 賀 多 神 島
良 良 良 良 良 "‘、 思 良 A 保 東 可 崎 操

郡 郡 郡 郡 郡
郡 一 郷 郡 郡

連 野 !llJ 
郡 都 都 郡

JJt 、・_，
~t ~t 南) ) 、ー' 、_， ) 、、J 、..; 、、... 、ー' 大

、J
郡 、・'

Eド 大 {也 赤 西 条 摘 字 伊 南 粂 粂 条 Jlr 
部

JJt 、相d 西

i工 江 条 皐 条 南 銀 毘 ;Jヒ 4と
庄

条 )11 条

良 良 条 条 条 条 条 条 、回J 郷 述
条 条 南 南

条 条

永 永 永 永 永 永 永 永 iI! 建 m 主主 政 保 L!t 
万 方 万 万 万 方 安 万 万 。¥ 長 i主 久 平 延 拾
ー 一 一 一 一 一 四 一 一 -ノL、" 7G 7c 一 -，，A、- 一一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一
( ( r、 ( ( ( r、 { ( r、 ( ( 〈 ( ( ( 

一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一
一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 。一 一一 一-;恥、.、 欄，A、.、. ーJ品、ー- -;ム、- -;品目、 -;込‘ M、 -Jd、- i晶、画・ ノ_._、 e・ 九 四 四 九 玉 四 四

，ー&‘ a、a 占ノ、 .ノ込、ー -;孟、- t、4、 ーノι、噌 九 ーノ、 iふ、圃w 五 九 九 ー 九 一一 一) ) 、..; .._， 、恥'" 、、...， ‘、J 、-- 、・d ) 、回〆 、剛.， 、J 、、... ) ) 

J 

後 首E 面3 制 面Z 宮
揺

法 左 }誌 自 太

面白 硝 蹴 面白 自 J仰ずρp 後 1;λ~ 後 立 睦 弁 大 河 政
後 i主 後 後 河 菌 国 国 国 k日::. 

騒
寺 宮 寺 院 官

国 国 国 国 院 盟 留 留 大 案
国

見IJ 下 餌 IT 膝
大 大 大 大 庁 守 守 守 国

留
当 播 品 下 安

守
関 間 沼 回 下 所 所 所 荘

所
国 IfJi 注 描 i集

荘 経 荘 荘 <<a 下 下 下 立
府

I出 国 選 菌 野
立 立 立 立 後 I世 御 世 券

姫
4存 立 状 国 院

券 存- 券 券 国 良 瞬 良 文
道

進 ヒ日::. 在

文 文 文 文 在 商 五E 実 i 状 2器 庁

案 提 案 諜 庁 条 条 条
山

P鼠‘司.
体

官
名

人

人
p吋bぷ

鵠

等
写

一
※ ※  ※ 援 来

L一一一

-400 ー



大 土 伊 間 長 安
隅 位 予 岐 r~ 3企2SRZ 

( 

周 香 容 挫 ( { 〈

内
畏

数 4ヒ ，..、、 ( ，.、、 高 奴 一世

取 間
北 条

JI! Jll 浦 間 可 良
郡 、- 、J 、恥，

郡 部 者日条
} 粂 郡 JIt 西 西 、J 、蜘.， 、相〆

庁 ま長 条
( 

西 奴
~t 

部 奴h 言f 条、-'
条 南 京 者F

5決 条

文 主 嘉 天 L!f 臨 文 応 m 永
拾 治 制 拾 f合 拾 治 諮 長 万
一= フt 四 7c 一 一 四 ー 一 一一 一 一 一 一 一
{ ( ( { 〈 ( ( ( ( 

一 一 一 一 一 一 一 一
( 

一
一 ー 一一 一 一 一 一 一 一 。一 一

A 四 一一 ー 四 四 )¥ J¥. 一 .ノ4、4 
一 一 五

-乞 -t; )¥. 四 一 一 )1.. 五 。-，Aa 、
) ) ) ‘、J 、..; 、_" 、.... 、、， 、-'

) 

{自 .，aM、. 世 太 太 蹴 安
九にー

党 野 披 岐 政 政 有 2-主RE 条 昔日
l 掠 f;l: 羅 国 官 官 経 国 道 後

関 {富 御 自 牒 忠告 解 高 家 国

1也 q存 教 権 安 安 写 図 惣 大

宛 進 a 寺 楽 楽 部 処 回

券 状 古 妥子 野 分 荘
諜 瓦 陰 陰 角早 状 立

艶 券
文

案

※ ※ l※ ※ 

-401-

総考繍の※は、文治一元二一八五

)1

路長五年二二五一ニ)摘当の『鎌会遺文』所収史料

平安期の

「

lt

条 」

についても、

畿内近国の例が多数になるが、

そうしたなかでは伊賀留と備前回とに顕著な掘りが

認められる。

史料の残存状態にもよるだろうが、

現状では西海道・北陸選

a

南海道地域では僅少である。

東山道の下

野国以北になる陸奥国・出羽圏、

及び北陸道の越中国以北にも、

ことまでの段階では見られない。

こうした状況を勘

案すると、

前提となる何らかの要件が必要なようである。

さらに、

史料の性格によって省略の寵皮に追いがあるが、

基本的に郡名を伴う例は少なく、

地域内部でのみ適用す

る性格の地名であった。

地名に関わる国有名前がある場合でも、

郡段階以下の小地域であることが多いようである。



しばしば

『底」字と入れ替わる場合があることに見られるように、

しばしば両者が適用されていた。

十世紀後半頃から、

比較的長期間にわたって同一地域

(大和国字智郡

a

十市部・広瀬郡)

の実態を知りうるのが、

栄山寺領の所在を示す一速の栄山寺関連文卦

(13

〉

である。

そのなかから注意される事例を抽出してみると、

次
の

ような例がある。

-宇智郡

(義者三年・天平十一年、

膝原武智麻呂施入)

開陀郷駒野村佐味条

阿南三条
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賀美郷下埠村瓦土条那賀郷何構三条五灰焼思一北辺布部村

十

市
若j~

(宝乱九年、藤原鮒子施入)
西郷西十六条五里七坪

-鹿瓶郡

(天平神龍一見年、藤原盛成擁入)

他史料にも多く見られる

「十市部商

(郷)

十七条五竪十一坪」

などのように、

数罰を含んで明らかに条塁坪並を表



示するものもあるが、

二固有名詞)

条

については、

そのような事例と一線を函すものだろう。

十一世紀前後の段

階で、

律令制的な行政区分と全く異なる

「l
郷・

l
村・

l
条 」

のような地域区分の上・下関係を示すが、

関係者には

周知の

「!郷・

l
村 」

部分は、

多くの場合省略されている。

「

li

村 」

については、

七世紀以降の各時代に亙って存続

し続けていたと見られるが、

公的記録からは抹消され続けていた

(14)

。

藤原武智麻呂が創建したと伝える栄山寺は、

紀伊国境に近い字智郡の紀ノ川右岸に立地する。

当初山間地の伽麗周

辺に、

武智勝呂の詰所である山林と、

僅かな匝畠が附属していた。

武智麻呂の没後、

栄山寺の北側に改葬されたのを

承けて、

供養料の形で成瀬郡・十市部の条聖地帯に脅領が形成された。

従って、

鹿瀬郡・十市郡にあっては粂里地割

と地番とが対応関係にある。

しかし宇智郡の場合は、

地劉は来実施で地番のみの設定になっている。

地表であれ埋没した泣構であれ、

地割その

-403 ー

ものと重ねて考えることは臨難で、

そのような実態が

「{臨有名詞

H
地名)条」

であるように思われる。

このことは、

京国地域の条毘制の施行の時期や、

その徹底度に関して示唆するものがある。

大和国などを中心に見られるこうした微細な

「(地名)

卓
司、

'--

に対し、

河内国・摂津国などでは

「(郡名}

免

カZ

見

られる。

こうした偏差は主に国単位で見られるが、

間一国内でも一国をニ分ないし一二分する程度のやや大きな地域の

まとまりに対応している。
さらに

「l(

郡・郷‘村

)l

条 」

全般について、

畿内以西にやや多いが、

少なくとも西海道地域ではほとんど路認

されない。他の異なった表記で代替されうる性格のものであったと思われる。

一般的に

「郡・郷‘保」

などと商列な

いしは下位の国街鎮の単位であると解される。

省略の過程を見ることによって、

重視されていた実体が何かを知るこ

とができるし、

時間差のなかで徐々 に変質していった様子が見て取れる。



この点に印刷して、

対象を京国地域に限定してみるとどうなるか。

具体例の類度が著しく低いこともあって、

決定的

なことは何も言えない状態であるが、ほとんど実臆されていなかったらしいということと、地割遺構としての「条竪」制の路行ともほとんど関係がなかったと言えるだろう。
特定地域の事例として、

上野盟片岡部

i
群爵郡

i
那波郡に相当する操名山東南館の前鴇台地上には、

広域条患に見

える来襲裂の土地誌甑が広い範囲に一旦って残・されていた。

しかし、

非常に締かな輝行単位の集積の結果、

広域条患の

状態になっているのであり、

比較的短期間に造成された統一的な

「条霊制」

の泣構とは考えにくいことについては、

別の機会に明らかにした

(15)

。
改めて、

近世以前の耕作不能な低湿地が広範囲に広がっていた関東平野

{特に来

半部)

のイメージが担怨される

〈

18)

。

結
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「廃位国郡」

によって、

よからの再錨成が実施された段階に対して、

地方行政の主導権が受領軍司と在庁宮人など

の地域勢力の寵宜のために実施された地域再編成は、

披ね下からの動きに連動するものと理解できるだろう。

群馬郡

の
「京・西」

分割及び

「上条・下議」

という分割は、

若干の時期差はあったかもしれないが、

地域行政の基本単位で

あった

「 郡 」

の内容の変質を如実に物語っている。荘園公額制下の、徴説単捻としての群馬郡の分割を示す

「上野間

交替実録幌」

は、律令格式の拡大解釈的運用によってさえ維持できない事項を補うため、

かつての地域支配に代替す

る罷宜的措設が多数示されている。
上野菌内だけに限っても、

上野麗府周辺及び錨川流域を中心とする西部地域では、

句一段名類取抄』郷の缶統を引く

徴税単位

(国術館)

が多数残存する一方で、

一部単位を越えるような

「新開荘」・「佐位(捌名〉

i法

山時が成立して





といった形で整理できる。

旧利恨川流路の京

(1)

・西

(国)

で傾向が異なる

(19)

。
また、

それぞれのグループ

のなかで山間地

(ないし河川流域単位)

と平野部とで細分できる。『倭名額来抄』

の郡郷域が判然としないのと問機

明』、

ーと

E
の漸移地域、

E
と国の漸移地域などが介在して複雑な搬相を口正している。

一部単位の荘園は関東地方以北

に多いとされる。

少なくとも上野国ではそのような荘園が成立したような地点であっても、

強力な地域勢力が腿胎し

て地域統合が達成されるということがなく、

地域外の政治勢力の影響下で推移することになるのである。

なお、

近世に

「 郡 」

は漠黙とした地域呼称と化した。

さらに近代には、

方位が上にくる

「 郎 」

の分割の事例が多数

見られ、

内部が町・村に編成されて行政区分が錯綜し、

「 剖 仰 』

の空洞化が決定的なものとなった。

かつて王権の具体

的地域支配の方法として機諾した

「 郡 」

は

その命脈を断たれた形になったのである。

注
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(l) 

佐藤宗諒

「待令的地方支舵機構の変質」

(『平安前期政治史序説』東京大学出版会、

一九七七年所収)、

関口明

「体令部制再編の意義」

(佐泊有消編明日本古代史論考』吉川弘文賄、

一九八

O
年所収)。

(2) 

弥氷貞三

「志向ゆ国ほか数国の国府の位置をめぐって」

二日本古代社会経済史研究』岩波野底、

一九八

O
年所

収) 。
(3) 

松岡久人

「郷一可の成立について」

(『歴史学研究』一二五号、

一九五八年て

村井康彦「公出挙制の変質過程』

(『古代国家解体過程の研究』岩波む班、

一九六五年所収)、

戸田芳実

「中世初期操業の一特質」

二日本額主制成立

史の研究』岩波哲底、

一九六七年所収)、

網野善彦

「遊園公領制の形成と麗聞」

(体系日本史設住円土地制度史

l
』

山川出版社、

一九七三年所収)、

坂本質一ニ「郡郷制の改編と別名制の成立」

(『岡本王朝国家体制論』東京大学出版会、





(『史苑』、

(l2) (11)

拙稿「長田部と足柄郡」

「上野国府周辺における条皐泣惜の問題点」

(l3) (14) 

四六者一号、

一九八六年)。

たとえば横会興一

〈『条皇制研究』二号、

戸田芳美「中世初期操業の一特質」

(3) 

出所収〉。

二
000

年所収)。

(前掲諒

小林畠

「『村』と村首・村長」

(『日本古代の村落と農民支配』塙山官房ー

(16) (15)

拙著『上毛野の古代操業景観』

「古代京国の水上交通」

(岩田野院、

二
O
一二年)。

中村太

〈関和彦縞吋古代東閣の民衆と社会』名著出服、

『中世関東の内海世界』

(岩田投焼、

ニ
OO

五年)

帯 。(『中世の京国』東京大学出版会、

(17)

峰岸純夫「浅間山の股火と荘簡の成立」

一九八八年〉。
一九九四年)、

鈴木哲雄

(平凡社、

一九八九年所収)、

能登踏・峰岸

(18) 
純夫編『よみがえる中世』

民 以

「浅間火山灰と中世の京国」

一九八九年〉等。

一貫して上野箇の中世史研究を推進・深化して来られた久保問順一氏の一述の研究のうち、

本格と関連する

部分はては、
(19) 

『中世前期上野の地域社会』

に集成された。

大間々 扇状地研究会縞『共同研究

〈 二

O
一
一年〉

新聞荘に関する 新の成果とし

がある。

(岩図書院、

ニ
OO

九年)

また、

群馬県大間々 扇状地の地域と景観』

前掲佳弘保田容参照。
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成果と課題

近時の全国的な考古学的調査の結呆や新たな

「発見」

などに加え、

来アジア全体の動きから細部も考えるような、

新たな視野の導入よって、

日本の古代

「国家」成立とその変容に関する印象は、

数年前とは全く異なったものとなっ

てきている。

それらの出発点と位置づけられるだろう

「邪馬台国」

に関する新知見に基づいた各考察が、

東アジア全

体の歴史の流れのなかに改めて位置づけられ、

ダイナミックに変化しつつあるのを強く感じる。

理科学的分析方法の発遣により、

弥生時代・古境時代といわれる文化史上の区分の絶対年代が遡及し始めて以降、

原始・古代に関する全体史が暦年代の上でも繰り上がり、

「古境」

の概念そのものも変化することによって、

「純文」
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と
「弥生」、

「弥生」

と
「古境」

といった各時代相が、

必ずしも殻然とは説明できない状況になってきた。

地域によ

って、

対外関係の強調によって、

大きな偏差が生じていることも判明してきたのである。

「弥生」

時代開始の指標のひとつとなる

「水田」

技術の受容も‘

全国一斉になされたわけではなく、

条件の合致し

た地点が先行する形で広がっていった。

それに付臨する技術や用具は、

専制的な権力者にとっては、

『威信財」

と
し

て独占したいと考える魅力的なアイテムであったろう。
その受容に当たって、

特に太平洋側と日本海側に大きな差異があったというのは、

その後の古代の地域勢力の実力

に関して示唆するものがある。

近時の理解では、

後者が先行する形で本州北端にまで到達した後、南北両方向から太

平洋側の地域へと拡散していったというのである。

これらのことは、

これまで説明されてきているような、

単純な自



熱条件や

「縄文的豊かさ」

の残存といった袈索だけでは説明しきらないだろう。

九州地方北部・出雲

e

丹後半品・能

登半島とい

F
日本海側の各地点の実力は、

今日の地域のイメージとは大きくかけ離れたものであった。

当面問題にしたい

「京国」

地域に間関しては、

人や文物等の西からの移動に当たって、

中部山岳地帯が大きな障壁と

なったと考えられる。

それでも新たな文化の内容は、

政治的な圧力の後押しもあってか、

各阿川の谷筋を辿って粘り

強く浸透し、

内陸部へも倍わり続けた。

削除しそのスピードは、

高々 度の陸路で構成される後の

「東山道」

地域にあっ

ては、

海路の利用可能な海浜部の各地域よりも必然的に遅くなった。

伝統的な文化への函執といった要指よりも、

自

然災害などによる荒廃

(l

人口減少〉、

問時期の技術水準に適応しない峨鍛な地形環境などが、

その前提にあったと

考えられる。

当時 も一般的な交通手段として舟運があったことは、

この周辺の前期古墳の埋葬主体部を中心に

「 舟 」

型の措廓
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が多く採用されていることによって象徴されている。

問機に理解できるとすれば、

「長持」

型の棺廓は陸上交通の盤

備にかかる

「 輿 」

を象徴する可能性があり、

「 家 」

型の描廓については

「移動」自体を必要としない

「定住」

(H

権

威の確定)

を象徴している可能性があるのではなかろうか。

揮誤・阿川に並行する形で整備された

「睦路」

という観点からすれば、

その接続順序は今日の想定とはかなり異な

るものであったろう。

後

の
「織内」

地域を中心に放射状に広がる交通路というのは、

古代的な政治織力の所在を前栂

とした

「 終」

的な形態に近いものである。

そのような形でさえも、

政治的・文化的な磁場

(都城“宮都等)

の変動

によって、

常に改廃される性協のものであった。

地勢に逆行した人工物ほど、

その傾向は強かったのではないか。

各

極の地域行政区分

(道・国・郡・郷

e

毘など)

もこれに準じるものであったと考える。

日本で段大の関東平野は、

情敵的・巨視的には平坦だが、

同一地表に立った場合、

問時期の技術で克服不可能な起



伏が多く存在した。

中心阿川のひとつである利様川と、

その支流である各河川も、

各地点で統御可能なレベルを越え

ていた。

しかし、

長期に亙り繰り返し働きかけることによって、

人為的・自然的改変が発生し、

徐々 に利用可能な部

分が増加した。

それらの人々は、

利用可能な場所が増えると定住し、

人口が増えると新たな可耕地を求めて分村していった。

そ
し

て定住の註として摺本の地から自分たちの神を働部した。

その神の内容に関わる神社からすれば、

それらの集団の第

一 一 波 は 、

ヤマト盆地南西部の沼城カモ氏の集団であった可能性が荷く、

第二波としてヤマト盆地東南部のミワ氏の集

回であったとみられる。それらに被るかやや後続するのがヤマト盆地北京の物部(石上)氏の集団であった。そして、中央での勢力争いの結果、

それらを甚蒋したのが

y
ガ氏であった。

これらの氏族は、

八世紀段階の上毛野地域では地

点によっては雑居状態になっていた。
右の動きの結果、

「点から繰」・「線から菌」

という形で

「耕地」

とその前提となる

「区画」

が盤儲されてゆくこと
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になった。絶え間ない技術の向上や用具の改良によって、

可耕地が相対的に増加すると、

当初から物質的な簡での潜

在能力の高かった関東平野全般の、

全国的な地位は向上することになった。

前代に主導権を控握した

「畿内」

の勢力によって 初に控目されたのは、

「毛野」

地域の中心部を流れる渡良瀬川

流域の平坦地であり、

そこでの開発実紋を起点に、

調辺各地域の開発と分割的統治とが山開始された。

それは、

品終的

l立
「太田天神山古墳」

の被葬者を推戴する集団によって達成されたのであり、

「毛野」

の中心地点に

「畿内」

と註

結する巨大な境基が造営されるととになったのである。

それは、

地域統合の記念物というよりも、

分割的統治の目印

といった性格を持っていた。

以下の中小古墳の多くも問機に、

生前に造営した付属の工作物

(水路・耕地等〉

との関

係を主張するものであった。



憶し、

こうした集団が必ずしも血縁的に地域に箆延していったようには見えない。

首長諺系列を示すような大型の

前方後円墳の集中地点は

「太田天神山古境」

の至近の地点にはない。

そのような事例は、

地域に根ぎすという意味で

「上毛野事下毛野」

の広がりのなかの各地に分散しているし、

ましてや阿世代にも一えって首長器系列としての前方後

円肢を造営し続けられた地域の首長となると、

さらに限られたものとなっているのである。

関東平野を北上した勢力の次の段階の作業は、

「毛野}

と
「那須」

の分割であり、

この際には陸奥南部も視野に提

えられた。

この要紫は、

律令制導入段階では再統合されて

「下毛野」

となった。

また、南下した勢力は東甫方に展開

し、常総台地の分割統治を行うことになったが、

内悔や谷戸によって複雑な樹技状に開析された台地は、

多数の

国

強迫」

の設置として結実し、

その支配領域を錯綜させた。

西遊した勢力は、

氏以拐に旧利根川である前橋低地情の存在を意識した分割統治を試み、

その後に各河川単位強度の
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地形で成り立つ小地域へと分散していった。

各地の中心に設置されたミヤケによって、

分割された諸要緊が改めて組

み替えられ、

国勝仕犠の

「国家」

の構成要素として再統合された。

この勢力の議大の誤算は、

中部地方のお地に阻ま

れて開発余地に制約があったことであり、

そこで何度も火山災害に見舞われたことであろう。

地点的にはやや後退し

た赤城山南館地域などの、

やや条件に恵まれない地域の開発や、

山間部に分け入って鉱物資訴・馬匹生産などに従事

することになった。

東京湾岸を遡及して、

渡良漸川流域から始まった開発と、

梅浪部を遡上し常総台地や武蔵野台地を横断ずるずる形

で始まった開発とが再会し、

関東平野の中央付近での再統合が 終的に終了したのを象徴するのが、

人世紀中葉の武

勝国の東山道から来海道への所属変更であった可能性がある。

様々 な不確定要素に阻害されたその達成は、

ヤマト政

権の当初の間続みからすれば、

決して早い時期のものであるとは言えない性格のものだった。漠然とした不安に対す



る慎重な

「分割」

と
「統合」

とが繰り返された結果だったのである。

中央から派泣された各揺「技術者」

(渡来人を含む)

を擁した各地のミヤケは、六

i
七世紀を通じて機能した結巣、

特に上毛野地域では甚大な被害をもたらした、

六世紀前後の二度にわたる機名山ニツ岳の火山災害から、

版関に回復

することができた。

それを象徴するできごとが、

大の被災地域である

「事評」

「 上

(毛)

野国府」

が設位された

ことである。

七世紀中葉以降、

各地のミヤケが機械的に廃止され、

各地の有力者

(国造

-mm

主等)

で中央政府に親和

的な勢力は、

「郡司」

に任命されて既得権を安培された。

七世紀中葉段階の、

この一連の政治的動き

(いわゆる

「大化改新」)

のなかで、

本来の

「毛野」

の中心地に近く優

勢な「入

( 新 〉

間評」や、直近の火山災害の呼外で勢力逓減のなかった

「甘良評」などの有力な地域勢力は分断され、

中央に対する服従と妥協とを余儀なくされた。各地に

「郡家」が建設され、

それらを連結して交通路

(伝路)

が整備
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された。

それらのうちで も便宜のあった路線が、

国家によって

「駅路」

どして認証され、

確定した路締には一定距

離毎に

「駅家」が建設されて、

緊急事態に備えることになった。

これまでの漠然とした支配領域は、

各種の道路・水

路・耕地等の設定とともに区画として測量され、

面
(収量)

として計註され、

地点として把握されるようになってい

った。
但し、

人位紀前半までは

「都城」

も度々 変遷し、

各地で

「国・郡」

を中心とした地域再編成

(「廃程圏郡」〉

も
な

お進行していたので、大規模な計画道路として建設された「駅路」も、しばしば改廃を余儀なくされた。それ以上に、当初の予定をはるかに上回る維持管理の経費は、早期に巨大道路網の維持を放楽させるに十分な事由となっていった。この点に関しては、

「政治的路掠」

と
「実際的路掠」

左について、

峻別される必要があるだろう。

比較的平坦で、

利用可能な阿川水にも恵まれていた

「車評

i
群馬郡」

を中心とした上野圏中心部の平野地各部は、



その後も徐々 に安定的耕地を盤髄事鉱大(仔商品条皇型区函の設置〉していった。その結果、律令制導入段階では「上
国

であった等級が、

「大国」

と格付けされることになり、

同じ京国地域に属する上総国‘常陸国と並んで

「親王任

国

に措定されるよう

ι
なったのである。

その一方で、

七位紀段階から地域編成の核として、

説の優遇措岱の見返り

{「楽遜」〉

v
』、

i 

京国地域の優良品民

11 

地方諜践〉

を東北地方各地へと計画的に移控させていた。

そのことは、

しばしば東北地方の地域勢力の既得権と抵触

し、結果として越え聞ない紛争が発生することになった。

移民の内容は時期による変遷が認められる。

逆に八世紀後

半段階には、

東北地方

(H

化外)

の紛争の騒識や

「教化」

の意味から、

政治的に

「伴囚」

と位低づけられた人々 の、

「化内」

各地へ

「捗住」が敢行された。

その範囲は全国的なものだが、

特に隣接する東園地域については、多人数の

収容を求められ、

「伴囚」

の居住を掛り援られた郡もあった。

このことは、

居住地を指定された

「伴国}

の人々 にも
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不幸であったが、

「東国」

地織の治安維持という点では問題が多く、

来日本全体として律令制的支配を揺るがすよう

な自体を生起した。
右の双方向の人の

「移住」

品品、

中央の思惑を超えて、

「京北‘京国」

の問地域の社会的組成を不安定なものとし‘

治安状憶も一時的に悪化した。

「東国」

地域では、

一
O
世紀段階の竿将門や十一世紀段階の平忠常らに見られるよう

-FL

、
i 

何が起こっても不思議ではない不安定な状態が続いたが、

その犠本的な原閣の

つには、

七世紀以前からの伝統

的な地域組成をご破誌にした

「東北

?i

京国」

地域間の人の政策的「移住」があった。

「太守」

としての親玉や受領国司など、

各種のツテを通じて中央の権威と結びつこうとする地域勢力は、

独自の成

長をを遂げることはなく、

既存で機々 な契機の下向氏族を控裁することで代替した。前和源氏の血脈で、

足利氏

H

下

野国・新田氏

H
上野国という形で住み分けがなされるが、

それぞれの地で一郡単位の荘阻を成立させた。

また、

婚

姻






